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『
賈
誼
新
書
』
譯
註
稿
（
四
）

過
秦
下
⑴

工
藤

卓
司

凡
例

一
、

本
稿
は
、
『
賈
誼
新
書
』
過
秦
下
篇
の
譯
註
で
あ
り
、
校
定
し
た
本
文
・

訓
讀
文
・
現
代
語
譯
・
校
語
・
語
釋
を
載
せ
る
。

二
、
底
本
は
、
四
部
叢
刊
本
（
上
海
商
務
印
書
館
縮
印
江
南
圖
書
館
藏
明
正
德
〔
十
年

（
一
五
一
五
）
〕
長
沙
刊
本
）
を
用
い
た
。
對
校
し
た
諸
本
及
び
參
考
し
た
『
賈

誼
新
書
』
の
校
點
本
・
譯
註
に
つ
い
て
は
、
拙
譯
「
『
賈
誼
新
書
』
譯
註
稿

（
一
）
過
秦
上
（
１
）
」（
『
東
洋
古
典
學
研
究
』
第
四
九
集
〔
二
〇
二
〇
年
五
月
〕

所
収
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
本
文
中
の
（

）
内
の
文
字
は
刪
去
し

た
文
字
、〔

〕
内
の
文
字
は
增
益
し
た
文
字
を
示
し
て
い
る
。

三
、
そ
の
他
、
以
下
の
諸
書
を
參
考
し
た
。

・
劉
師
培
『
賈
子
新
書
斠
補
（
附
逸
文
輯
補
・
羣
書
治
要
引
・
賈
子
新
書
校
文
）
』
、

劉
師
培
編
著
『
劉
申
叔
先
生
遺
書
（
二
）
』（
臺
北
：
京
華
書
局
、
一
九
七
〇

年
）
、
頁
一
一
六
五
～
一
五
一
七

・
林
家
驪
注
譯
、
陳
滿
銘
校
閲
『
新
譯
賈
長
沙
集
』（
臺
北
：
三
民
書
局
、
『
古

籍
今
注
新
譯
叢
書
』、
一
九
九
六
年
）

・
〔
漢
〕
司
馬
遷
撰
、
〔
宋
〕
裴
駰
集
解
、
〔
唐
〕
司
馬
貞
索
隱
、
〔
唐
〕
張

守
節
正
義
『
史
記
』（
北
京
：
中
華
書
局
、
二
〇
一
三
年
九
月
）

・
大
阪
大
學
懷
德
堂
文
庫
復
刻
刊
行
會
監
修
『
史
記
雕
題
（
上
）
』（
大
阪
：

懷
德
堂
・
友
の
會
、
『
懷
德
堂
文
庫
復
刻
叢
書
』
四
、
一
九
九
一
年
三
月
）

・
瀧
川
龜
太
郎
『
史
記
會
注
考
證
』（
臺
北
：
大
安
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
一
二

月
）

・
司
馬
遷
著
、
野
口
定
男
・
頼
惟
勤
・
近
藤
光
男
・
吉
田
光
邦
譯
『
史
記
』

上
（
東
京
：
平
凡
社
、『
中
國
古
典
文
學
大
系
』
第
一
〇
卷
、
一
九
六
八
年
二
月
）

・
吉
田
賢
抗
著
『
史
記
一
（
本
紀
）
』（
東
京
：
明
治
書
院
、
『
新
釋
漢
文
大
系
』

三
八
、
一
九
七
三
年
二
月
）

・
司
馬
遷
著
、
小
竹
文
夫
・
小
竹
武
夫
譯
『
史
記
１
（
本
紀
）
』（
東
京
：
筑

摩
書
房
、
一
九
九
五
年
四
月
）

・
〔
唐
〕
歐
陽
詢
撰
『
藝
文
類
聚
』（
上
海
：
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
五
年

五
月
新
二
版
）

・
〔
唐
〕
魏
徴
・
蕭
德
言
撰
『
羣
書
治
要
』（
日
本
元
和
刊
本
）
、
卷
一
一
（
國

立
國
會
圖
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）

・
〔
南
唐
〕
馬
總
著
『
意
林
』（
臺
北
：
世
界
書
局
、
『
哲
學
叢
書
』
、
二
〇
一
八
年
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八
月
）
、
卷
二
、
「
賈
誼
新
書
八
卷
」
、
頁
三
四

・
〔
清
〕
兪
樾
撰
『
諸
子
平
議
』（
臺
北
：
世
界
書
局
、『
中
國
思
想
名
著
』
、
一
九

九
一
年
五
月
）
、
卷
二
七
～
卷
二
八
、
「
賈
子
一
」
～
「
賈
子
二
」
、
頁
三
一

・
陶
鴻
慶
撰
『
讀
諸
子
札
記
』
（
臺
北
、
世
界
書
局
、
『
中
國
學
術
名
著
』
第
五

輯
〔
思
想
名
著
二
編
第
七
冊
〕
、
一
九
七
一
年
一
一
月
）
、
十
（
賈
誼
新
書
）
、
頁

二
九
七
～
三
一
六

過
秦
下

事
勢

（
１
）

（
２
）

2-1

秦
滅
周
祀
、
并
海
内
、
兼
諸
侯
、
南
面
稱
帝
、
以
四
海
養
、
天
下
之
士
、
斐

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

然
嚮
風
。
若
是
何
也
。
曰
、
近
古
而
無
王
者
久
矣
。
周
室

㣲
、
五
霸
既
滅
、

（
９
）

（
１
０
）

（
１
１
）

（
１
２
）

（
１
３
）

（
１
４
）

令
不
行
於
天
下
。
是
以
諸
侯
力
（
勁
）
〔
政
〕
、
強
凌
弱
、
衆
暴
寡
、
兵
革

（
１
５
）

（
１
６
）

（
１
７
）

（
１
８
）

（
１
９
）

（
２
０
）

不
休
、
士
民
罷
弊
。
今
秦
南
面
而
王
天
下
、
是
上
有
天
子
也
。
即
元
元
之
民
、

（
２
１
）

（
２
２
）

（
２
３
）

冀
得
安
其
性
命
、
莫
不
虚
心
而
仰
上
。
當
此
之
時
、
專
威
定
功
。
安
危
之
本
、

（
２
４
）

（
２
５
）

（
２
６
）

在
於
此

矣

。

（
２
７
）

秦
は
周
祀
を
滅
ぼ
し
、
海
内
を
并
せ
、
諸
侯
を
兼
せ
、
南
面
し
て
帝
を
稱
し
、

あ
は

あ
は

四
海
を
以
て
養
へ
ば
、
天
下
の
士
は
、
斐
然
と
し
て
風
に
嚮
ふ
が
ご
と
し
。

ひ

ぜ
ん

む
か

是
の
若
き
は
何
ぞ
や
。
曰
く
、
近
古
に
し
て
而
し
て
王
者
無
き
こ
と
久
し
け

れ
ば
な
り
。
周
室
は

㣲
に
し
て
、
五
霸
は
既
に
滅
べ
ば
、
令
は
天
下
に
行

ひ

び

は
れ
ず
。
是
を
以
て
諸
侯
は
力
政
し
、
強
き
も
の
は
弱
き
も
の
を
凌
し
、
衆

を
か

き
も
の
は
寡
き
も
の
を
暴
げ
、
兵
革
休
ま
ざ
れ
ば
、
士
民
は
罷
弊
す
。
今
、

し
ひ
た

や

ひ

へ
い

秦
は
南
面
し
て
而
し
て
天
下
に
王
た
り
、
是
れ
上
に
天
子
有
る
な
り
。
即
ち

元
元
の
民
は
、
其
の
性
命
を
安
ん
ず
る
を
得
ん
こ
と
を

冀

ひ
、
心
を
虚
し

こ
ひ
ね
が

く
し
て
而
し
て
上
を
仰
が
ざ
る
も
の
莫
し
。
此
の
時
に
當
た
り
、
威
を
專
ら

に
し
て
功
を
定
む
。
危
き
を
安
ん
ず
る
の
本
は
、
此
に
在
り
。

【
口
語
譯
】

秦
は
周
の
祭
祀
を
滅
ぼ
し
、
海
内
を
統
一
し
て
、
諸
侯
を
兼
併
し
、
南
面
し
て

皇
帝
を
稱
し
、
天
下
の
あ
ら
ゆ
る
物
を
獨
り
占
め
し
て
自
ら
を
養
っ
た
が
、
天

下
の
士
と
い
う
士
は
、
風
が
靡
く
よ
う
に
こ
れ
に
從
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
な
っ

た
の
は
な
ぜ
か
。
近
い
過
去
に
於
い
て
久
し
く
王
者
が
現
わ
れ
て
い
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
周
の
王
室
は
衰
微
し
、
五
覇
も
既
に
こ
の
世
に
な
く
、
そ
の
命

令
は
天
下
に
行
き
届
く
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
諸
侯
は
攻
伐
に
明
け
暮
れ
、

強
い
者
・
多
い
者
は
弱
い
者
・
少
な
い
者
を
犯
し
虐
げ
て
、
戰
爭
が
收
ま
る
こ

と
な
く
、
士
民
は
消
耗
し
て
疲
弊
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
う
し
た
時
に
、
秦

は
南
面
し
て
天
下
の
支
配
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
上
に
天
子
が
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
政
治
の
根
本
で
あ
る
民
衆
は
、
自
ら
の
生
命

を
安
ら
か
に
し
た
い
と
心
か
ら
願
っ
て
、
心
を
虚
に
し
て
新
た
な
支
配
者
を
仰

ぎ
見
な
い
者
は
い
な
か
っ
た
。
そ
の
時
に
、
權
威
を
自
ら
の
手
に
收
め
、
天
下

を
取
っ
た
功
業
を
安
定
さ
せ
る
。
危
難
を
安
定
さ
せ
る
根
本
原
理
は
、
こ
の
點

に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
る
。

（
１
）
何
本
・
兩
京
遺
編
本
・
盧
本
・
王
耕
心
本
は
「
過
秦
中
」
、
『
賈
長
沙
集
』
は
「
過

秦
論
中
」
に
作
る
。
ま
た
、
王
耕
心
本
は
下
に
「
弟
二
」
と
有
り
。
盧
文
弨
（
一
七
一
七

～
一
七
九
五
）
は
「
建
本
は
『
過
秦
下
』
に
作
り
、
諸
本
多
く
同
じ
。
案
ず
る
に
小
司
馬

云
は
く
、
『
過
秦
論
は
「
孝
公
」
已
下
を
以
て
上
篇
と
爲
し
、
「
秦
兼
并
諸
侯
三
十
餘
郡
」

も
て
下
篇
と
爲
す
』
と
。
此
れ
に
据
れ
ば
、
則
ち
此
れ
を
中
篇
と
爲
す
は
、
明
ら
か
な
り
。

宋
の
潭
州
に
刻
す
る
所
の
賈
子
は
『
過
秦
中
』
に
作
り
、
今
、
依
り
て
之
を
用
ふ
」
と
言
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う
。
司
馬
貞
（
六
七
九
～
七
三
二
）
は
「
按
ず
る
に
、
賈
誼
の
過
秦
論
は
『
孝
公
』
已
下

を
以
て
上
篇
と
爲
し
、
『
秦
兼
并
諸
侯
山
東
三
十
餘
郡
』
も
て
下
篇
と
爲
す
。
鄒
誕
生
は

『
太
史
公
、
賈
誼
の
過
秦
論
を
刪
り
て
此
の
論
を
著
す
に
、
其
の
義
を
富
ま
し
て
而
し
て

し
る

其
の
辭
を
省
け
り
。
褚
先
生

增
續
す
る
に
既
已
に
混
殽
に
し
て
、
而
し
て
世
俗
の
小
智

す

で

は
刪
省
の
旨
を
唯
と
せ
ず
、
合
し
て
本
論
を
此
に
寫
す
、
故
に
同
じ
か
ら
ざ
る
な
り
。
今

い

し
る

頗
る
亦
た
分
別
す
べ
か
ら
ず
』
と
云
ふ
」
と
言
う
（
『
史
記
索
隱
』
秦
始
皇
本
紀
）
。
南
宋

の
眞
徳
秀
（
一
一
七
八
～
一
二
三
五
）
は
「
以
下
、
始
皇
の
國
を
守
る
能
は
ず
、
二
世
の

傾
く
を
正
す
能
は
ず
、
子
嬰
の
敗
を
救
ふ
能
は
ざ
る
を
歷
敍
し
、
詞
は
懇
に
し
て
意
は
正

し
」
と
言
う
。
何
孟
春
（
一
四
七
四
～
一
五
三
六
）
は
「
此
れ
と
後
篇
と
舊
と
倶
な
『
過

も

秦
下
』
に
作
る
も
、
今
、
之
を
分
か
つ
。
蓋
し
其
の
文
辭
重
複
し
て
、
而
し
て
各
の
首
尾

の
論
を
致
す
所
の
者
有
る
を
以
て
な
り
。
一
は
二
世
の
爲
に
し
、
一
は
子
嬰
の
爲
に
發
す

る
な
り
」
と
言
う
（
『
訂
註
賈
太
傅
新
書
』
）
。
王
鳴
盛
（
一
七
二
〇
～
一
七
九
七
）
は
「
秦

始
皇
本
紀
太
史
公
贊
は
賈
生
の
言
『
秦
兼
諸
侯
山
東
三
十
餘
郡
』
よ
り
起
こ
り
て
『
是
二

世
之
過
也
』
に
至
る
ま
で
凡
そ
二
千
四
五
百
字
を
采
る
。
今
、
此
の
文
を
攷
す
る
に
賈
誼

と

新
書
卷
一
の
過
秦
上
・
中
・
下
篇
三
篇
を
見
る
。
予
の
藏
す
る
所
は
淳
祐
八
年
の
刻
本
に

し
て
、
最
も
据
る
べ
し
と
爲
す
。
『
秦
孝
公
』
よ
り
『
攻
守
之
勢
異
也
』
に
至
る
ま
で
を

上
篇
と
爲
し
、
『
秦
幷
海
内
兼
諸
侯
南
面
稱
帝
』
よ
り
『
是
二
世
之
過
也
』
に
至
る
ま
で

を
中
篇
と
爲
し
、
『
秦
兼
諸
侯
山
東
三
十
餘
郡
』
よ
り
『
而
社
稷
安
矣
』
に
至
る
ま
で
を

下
篇
と
爲
す
。
若
し
今
本
史
記
の
ご
と
く
ん
ば
、
則
ち
司
馬
遷
の
采
る
所
は
、
乃
ち
其
の

次
を

倒

に
し
、
下
篇
を
以
て
上
篇
と
爲
し
、
上
篇
も
て
中
篇
と
爲
し
、
中
篇
も
て
下
篇

さ
か
さ
ま

と
爲
せ
り
。
又
た
陳
渉
世
家
の
末
に
、
『
褚
先
生
曰
吾
聞
賈
生
之
稱
曰
』
云
云
と
有
り
て
、

卽
ち
『
秦
孝
公
』
よ
り
『
攻
守
之
勢
異
也
』
に
至
る
ま
で
の
一
段
を
用
ふ
。
若
し
果
た
し

て
本
紀
の
内
に
已
に
此
の
一
段
有
れ
ば
、
則
ち
兩
處
に
重
ね
て
出
づ
る
な
り
。
但
だ
遷
必

ず
し
も
此
の
ご
と
く
な
ら
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
卽
ち
庸
陋
な
る
こ
と
褚
先
生
の
ご
と
き
も
、

亦
た
應
に
是
に
至
ら
ざ
る
べ
し
。
今
試
み
に
賈
誼
の
原
書
を
取
り
て
之
を
尋
繹
す
る
に
、

上
篇
は
是
れ
專
ら
始
皇
を
責
め
て
、
而
し
て
毎
に
陳
渉
と
六
國
と
を
以
て
相
ひ
形
べ
て
、

つ
ね

く
ら

以
て
其
の
仁
義
を
施
さ
ざ
る
が
故
に
、
前
の
六
國
を
滅
ぼ
す
は
易
く
、
後
の
陳
渉
に
亡
ぼ

さ
る
る
も
亦
た
易
か
り
し
を
見
す
。
中
篇
も
亦
た
始
皇
の
罪
惡
を
數
む
る
も
、
而
も
下
半

し
め

せ

篇
に
て
は
却
り
て
罪
を
二
世
に
歸
せ
り
。
下
篇
は
則
ち
兼
ね
て
子
嬰
を
責
む
。
故
に
毎
に

三
主
を
並
稱
す
る
も
、
其
の
次
第
は
甚
だ
明
ら
か
な
り
。
再
た
徐
廣
及
び
裴
駰
・
司
馬
貞

ま

の
註
の
詳
ら
か
に
之
を

翫

ぶ
を
取
れ
ば
、
則
ち
司
馬
遷
は
當
日
實
は
過
秦
中
・
下
篇
二

も
て
あ
そ

篇
を
取
り
て
始
皇
本
紀
の
贊
と
爲
し
、
上
篇
も
て
陳
渉
世
家
の
贊
と
爲
せ
る
を
知
る
。
而

ち
中
・
下
篇
も
、
亦
た
仍
ほ
賈
生
の
元
の
次
に
就
き
、
未
だ
嘗
て
其
の
文
を
倒
に
せ
ず
。

班
固
見
る
所
の
司
馬
氏
の
元
本
は
本
と
此
の
ご
と
く
、
徐
廣
も
亦
た
之
を
見
る
。
本
紀
の

贊
中
、
『
秦
孝
公
』
云
云
よ
り
『
攻
守
之
勢
也
』
に
至
る
ま
で
の
一
段
は
、
乃
ち
魏
晉
の

間
妄
人
の
益
す
所
な
れ
ば
、
後
人
は
其
の
世
家
の
贊
と
重
ね
て
出
づ
る
を
見
て
、
褚
少
孫

の
手
に
出
で
し
か
と
疑
ひ
し
。
是
に
于
い
て
、
又
た
妄
り
に
世
家
の
贊
『
太
史
公
曰
』
を

改
め
て
『
褚
先
生
曰
』
と
爲
せ
り
」
と
言
う
（
『
十
七
史
商
榷
』
、
史
記
一
、
始
皇
本
紀
贊

後
人
所
亂
）
。
瀧
川
龜
太
郎
（
一
八
六
五
～
一
九
四
六
）
は
「
過
秦
論
中
篇
、
二
世
を
論

ず
」
と
言
い
、
王
鳴
聲
の
說
を
引
く
が
、
「
愚
案
ず
る
に
、
王
說
未
だ
是
な
ら
ず
。
陳
渉

世
家
集
解
に
裴
駰
は
『
班
固
奏
事
に
云
は
く
、
「
太
史
公
遷
、
賈
誼
の
過
秦
上
・
下
篇
を

取
り
て
、
以
て
秦
始
皇
本
紀
・
陳
渉
世
家
の
下
の
贊
文
を
爲
せ
り
」
と
』
と
云
ふ
。
此
れ

に
據
れ
ば
、
則
ち
史
公
は
下
篇
を
以
て
始
皇
紀
を
贊
し
、
上
篇
を
以
て
陳
渉
世
家
を
贊
せ

し
は
、
明
ら
か
な
り
。
下
文
引
く
所
の
班
固
奏
事
、
引
く
所
の
賈
生
の
言
、
亦
た
過
秦
下

篇
に
止
ま
り
て
、
中
篇
に
及
ば
ず
」
と
言
う
（
『
史
記
會
注
考
證
』
、
秦
始
皇
本
紀
）
。
祁

玉
章
は
「
過
秦
、
宋
以
前
は
三
篇
に
分
か
つ
者
無
し
、
（
中
略
。
前
引
漢
書
陳
勝
傳
贊
注

・
史
記
陳
渉
世
家
贊
裴
駰
集
解
・
秦
始
皇
本
紀
司
馬
貞
索
隱
を
引
く
）
、
是
れ
唐
以
前
は

皆
な
上
下
兩
篇
に
分
か
つ
な
り
。
其
の
上
・
中
・
下
三
篇
に
分
か
つ
は
、
蓋
し
宋
の
淳
祐

『賈誼新書』譯註稿（四）過秦下（1）（工藤）
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八
年
潭
州
翻
刻
淳
熙
八
年
錢
漕
使
本
に
始
ま
り
し
な
ら
ん
。
清
の
王
鳴
盛
の
家
に
亦
た
藏

し
て
此
の
本
有
り
て
、
篇
目
は
盧
說
と
同
じ
（
十
七
史
商
榷
卷
二
に
見
ゆ
）
。
而
る
に
宋

刻
建
本
は
則
ち
仍
ほ
上
・
下
二
篇
と
爲
し
、
其
の
下
篇
は
『
秦
滅
周
祀
并
海
内
』
よ
り
始

ま
れ
る
は
、
又
た
司
馬
貞
の
說
と
異
な
れ
り
。
若
し
史
記
始
皇
本
紀
引
く
所
の
全
文
の
次

第
を
以
て
之
を
觀
れ
ば
、
則
ち
又
た
全
く
新
書
と
同
じ
か
ら
ず
、
新
書
の
下
篇
を
以
て
上

篇
と
爲
し
、
上
篇
も
て
中
篇
と
爲
し
、
中
篇
も
て
下
篇
と
爲
す
に
係
る
。
單
に
三
篇
の
内

容
に
就
き
て
論
ず
れ
ば
、
上
篇
は
專
ら
始
皇
の
過
失
を
論
じ
、
中
篇
は
罪
を
二
世
に
歸
し
、

下
篇
は
兼
は
せ
て
子
嬰
を
責
め
、
其
の
次
第
甚
だ
明
ら
か
な
る
に
、
而
し
て
史
記

徴
引

あ

す
る
に
何
を
以
て
此
く
の
ご
と
く
顛
倒
せ
し
か
、
司
馬
貞
は
卽
ち
已
に
分
別
す
べ
か
ら
ず

と
謂
へ
り
。
（
中
略
）
宋
の
建
本
も
何
を
以
て
又
た
唐
人
見
る
所
の
分
篇
と
同
じ
か
ら
ざ

り
し
か
、
均
し
く
頗
る
費
解
な
り
。
此
の
本
（
明
正
德
十
年
吉
府
本
）
も
亦
た
上
下
兩
篇

に
作
り
し
も
、
茲
に
盧
本
に
依
り
て
下
篇
を
分
か
ち
て
中
・
下
兩
篇
と
爲
す
」
と
言
う
（
『
賈

子
新
書
校
釋
』
）
。
た
だ
、
祁
氏
も
引
く
樣
に
、
應
劭
が
「
賈
生
の
書
に
過
秦
二
篇
有
り
て
、

秦
の
過
を
言
へ
り
」
（
『
漢
書
』
陳
勝
項
籍
傳
注
）
と
言
う
譯
だ
か
ら
、
過
秦
論
は
後
漢
時

代
の
本
で
は
二
篇
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
閻
振
益
・
鐘
夏
は
「
班
固
・
應
劭
は
漢
代
の
人
で

あ
る
か
ら
、
後
世
の
人
よ
り
も
賈
誼
の
書
の
真
實
に
詳
し
か
っ
た
ろ
う
」
と
言
う
（
『
新

書
校
注
』
）。
從
っ
て
、
本
稿
で
は
「
過
秦
下
」
と
し
て
お
く
。

（
２
）
「
事
勢
」、
兩
京
遺
編
本
・
王
耕
心
本
は
無
し
。

（
３
）
「
滅
周
祀
」
、
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
・
『
羣
書
治
要
』
・
『
賈
長
沙
集
』
・
王
耕
心
本

は
無
し
。
王
耕
心
は
「
盧
本
は
『
秦
』
の
下
に
『
滅
周
祀
』
の
三
字
有
り
。
史
記
は
文
の

ご
と
し
。
愚
按
ず
る
に
、
『
滅
周
祀
』
は
衍
文
な
り
。
秦
の
莊
襄
王
、
東
西
の
周
を
滅
ぼ

し
、
東
西
の
周

皆
な
秦
に
入
り
、
周
は
既
に
祀
ら
ざ
る
こ
と
、
史
記
周
本
紀
に
見
ゆ
れ

ば
、
是
の
周
祀
の
滅
び
し
は
、
久
し
く
莊
襄
王
の
時
に
在
り
。
上
篇
に
已
に
『
二
周
を
呑

む
』
と
言
ひ
、
此
に
復
た
『
周
祀
を
滅
ぼ
す
』
と
言
ふ
は
、
贅
な
り
。
史
記
に
此
の
文
無

き
は
、
是
な
り
。
今
、
刪
り
て
正
す
。
（
後
略
）
」
と
言
う
（
『
賈
子
次
詁
』
校
詁
一
）
。
し

か
し
、
上
記
以
外
の
諸
本
に
は
い
ず
れ
も
「
滅
周
祀
」
の
三
字
が
有
る
の
で
、
今
、
原
文

に
據
っ
て
お
く
。
方
向
東
は
「
賈
長
沙
集
・
嚴
輯
本
い
ず
れ
も
『
滅
周
祀
』
と
有
る
の
で
、

こ
れ
は
衍
文
で
は
無
い
。
秦
の
帝
業
の
創
始
は
、
『
周
祀
を
滅
ぼ
す
』
こ
と
か
ら
始
ま
っ

た
の
で
あ
り
、
過
秦
上
の
秦
の
孝
公
『
以
て
周
室
を
窺
ふ
』
・
始
皇
帝
『
二
周
を
呑
み
て

而
し
て
諸
侯
を
亡
ぼ
す
』
と
對
應
し
て
い
る
」
と
言
う
（
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
。
『
賈
長

沙
集
』
も
版
本
に
よ
っ
て
は
、
「
滅
周
祀
」
の
三
字
が
有
る
樣
で
あ
る
。

（
４
）
「
并
」
、
何
本
・
兩
京
遺
編
本
・
盧
本
・
王
耕
心
本
は
「
幷
」
に
作
る
。
な
お
、
『
羣

書
治
要
』
は
「
并
海
内
」
の
三
字
も
無
し
。

（
５
）
「
兼
」
、
程
本
・
兩
京
遺
編
本
は
「

」
に
作
る
。
「

」
は
「
兼
」
の
俗
字
な
の

で
（
『
中
華
大
字
典
』
）、
今
、
原
文
の
儘
と
す
る
。

（
６
）
「
侯
」
、
何
本
・
程
本
・
朱
本
は
「
贍
」
、
兩
京
遺
編
本
・
四
庫
全
書
本
は
「

」
、

王
謨
本
は
「
矦
」
に
作
る
。

（
７
）「
面
」
、
何
本
・
子
彙
本
は
「
靣
」
に
作
る
。「
靣
」
は
、「
面
」
の
俗
字
で
あ
る
（
『
字

彙
』
）
。

（
８
）「
以
四
海
養
」
、『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
・
『
賈
長
沙
集
』
は
「
以
養
四
海
」
に
作
り
、

、
、
、

『
羣
書
治
要
』
は
無
し
。
瀧
川
龜
太
郎
は
「
新
書
、
『
以
養
四
海
』
は
『
以
四
海
養
』
に

作
る
」
と
言
う
（
『
史
記
會
注
考
證
』
、
秦
始
皇
本
紀
）
。
呉
雲
・
李
春
台
は
「
『
以
養
四
海
』

は
、
四
海
を
享
有
す
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
。
于
智
榮
は
「
史
記
の

樣
に
『
以
養
四
海
』
と
作
っ
て
も
、
句
讀
は
通
じ
る
」
と
言
う
（
『
賈
誼
新
書
譯
注
』
）
。

な
お
、
王
耕
心
本
は
「
以
」
を
「
㠯
」
に
作
る
。
王
耕
心
は
「
盧
本
は
文
の
ご
と
き
も
、

史
記
は
『
㠯
養
四
海
』
に
作
る
。
愚
按
ず
る
に
、
『
四
海
を
㠯
て
養
ふ
』
と
は
、
四
海
を

取
り
て
自
ら
奉
ず
る
を
謂
ふ
な
り
。
『
㠯
て
四
海
を
養
ふ
』
と
は
、
則
ち
大
君
の
位
に
居
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り
て
、

肫

然
と
し
て
生
民
を
保
衞
す
る
を
㠯
て
事
と
爲
す
な
り
。
嬴
氏
、
如
し
肯
へ
て

し
ゅ
ん
ぜ
ん

生
民
を
保
衞
せ
ん
と
し
た
れ
ば
、
尚
ほ
何
ぞ
傾
覆
す
る
こ
と
之
有
ら
ん
。
四
字
の
得
失
は

な

實
に
暴
秦
一
代
の
是
非
存
亡
に
關
は
れ
ば
、
則
ち
史
記
の
謬
れ
る
こ
と
、
審
ら
か
な
り
。

今
、
原
文
に
仍
れ
ば
、

彌

よ
賈
子
の
褒
貶
の
微
旨
を
見
す
に
足
ら
ん
」
と
言
う
（
『
賈
子

い
よ
い

し
め

次
詁
』
校
詁
一
）
。
方
向
東
も
「
王
說
は
甚
だ
正
し
い
。
阿
房
宮
の
造
營
な
ど
の
秦
が
行

っ
た
こ
と
は
、
『
四
海
を
以
て
養
ふ
』
で
あ
っ
て
、
四
海
を
養
う
も
の
で
は
無
か
っ
た
こ

と
を
よ
く
說
明
し
て
い
る
」
と
言
う
（
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
。
上
下
の
句
か
ら
す
れ
ば
、

「
以
養
四
海
」
で
も
通
じ
る
。
そ
の
場
合
は
、
林
家
驪
が
言
う
樣
に
「
四
海
を
享
有
す
る

こ
と
。
『
養
』
は
、
取
る
」
（
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
、
ま
た
は
「
君
主
と
し
て
四
海
の
人
民

を
守
る
」
の
意
と
な
る
。
し
か
し
今
、
『
賈
誼
新
書
』
諸
本
に
從
う
。

（
９
）
「
斐
」
に
つ
い
て
、
山
口
察
常
（
一
八
八
二
～
一
九
四
八
）
は
「
一
本
靡
に
作
る
」

と
言
う
（
『
國
譯
賈
誼
新
書
』
）
。
「
斐
」
「
靡
」
相
通
ず
る
が
、
今
「
靡
」
に
作
る
は
無
し
。

ま
た
「
嚮
」
に
つ
い
て
は
、
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
・
『
賈
長
沙
集
』
は
「
鄉
」
、
『
羣
書
治

要
』
は
「
向
」
に
作
る
。
王
耕
心
は
「
史
記
、
『
嚮
』
は
『
鄉
』
に
作
る
も
、
盧
本
は
文

の
ご
と
し
（
『
嚮
』
）
、
是
な
り
。
今
、
原
文
に
仍
る
」
と
言
う
（
『
賈
子
次
詁
』
校
詁
一
）
。

『
賈
誼
新
書
』
數
寧
で
は
皆
な
「
鄉
風
」
と
有
る
が
、
こ
こ
で
は
諸
本
に
從
っ
て
「
嚮
風
」

と
し
て
お
く
。

（
１
０
）
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
・
何
本
・
『
賈
長
沙
集
』
・
王
耕
心
本
は
「
是
」
の
下
に

「
者
」
字
有
り
。
王
耕
心
は
「
盧
本
は
『
者
』
字
無
き
も
、
史
記
は
文
の
ご
と
し
、
是
な

り
。
今
、
補
正
す
」
と
言
い
（
『
賈
子
次
詁
』
校
詁
一
）
、
閻
振
益
・
鐘
夏
も
「
始
皇
本
紀

に
は
『
者
』
字
が
有
り
、
文
意
か
ら
す
る
と
そ
の
方
が
よ
い
」
と
言
う
が
（
『
新
書
校
注
』
）
、

今
補
わ
な
い
。
な
お
、
『
羣
書
治
要
』
は
「
若
是
何
也
～
是
上
有
天
子
也
即
」
無
し
。

（
１
１
）
「
而
」
、
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
・
兩
京
遺
編
本
・
『
賈
長
沙
集
』
・
四
庫
全
書
本

・
盧
本
・
王
謨
本
・
和
刻
本
・
王
耕
心
本
は
「
之
」
に
作
る
。
祁
玉
章
は
「
胡
・
盧
本
及

び
史
記
始
皇
本
紀
、
『
而
』
は
『
之
』
に
作
る
」
と
言
う
（
『
賈
子
新
書
校
釋
』
）
。
閻
振
益

・
鐘
夏
は
「
呉
昌
瑩
は
『
「
而
」
は
、
猶
ほ
「
其
」
の
ご
と
き
な
り
。
』
『
「
其
」
は
、
猶
ほ

「
之
」
の
ご
と
き
な
り
』
と
言
い
、
史
記
は
『
之
』
と
し
て
い
る
」
と
言
う
（
『
新
書
校

注
』
）
。「
而
」
を
修
飾
關
係
を
表
す
助
辭
と
見
て
、「
之
」
に
等
し
い
と
す
る
の
だ
ろ
う
が
、

こ
こ
で
は
『
論
語
』
爲
政
「
吾
十
有
五
而
志
于
學
」
の
樣
に
、
順
接
を
示
す
接
續
詞
「
～

に
し
て
」
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
今
、
原
文
の
儘
と
す
る
。

（
１
２
）
「
矣
」
、
『
羣
書
治
要
』
・
兩
京
遺
編
本
・
四
庫
全
書
本
は
「
樹
」
に
作
る
。

（
１
３
）「

㣲
」
、『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
・
盧
本
・
王
耕
心
本
は
「
卑
微
」
、
朱
本
・
『
賈

長
沙
集
』
・
王
謨
本
・
和
刻
本
は
「

微
」
に
作
る
。
「

」
は
「
卑
」
の
俗
字
（
『
正
字

通
』
）
、
「
㣲
」
は
「
微
」
に
同
じ
（
『
海
篇
』
）。

（
１
４
）
「
既
滅
」
、
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
・
和
刻
本
は
「
既
殁
」
、
何
本
・
程
本
は
「
抜

滅
」
、
子
彙
本
・
朱
本
・
盧
本
・
王
謨
本
は
「
服
滅
」
、
『
賈
長
沙
集
』
・
王
耕
心
本
は
「
服

殁
」
に
作
る
。
王
耕
心
は
「
盧
本
、
『
沒
』
は
『
滅
』
に
作
る
も
、
史
記
は
文
の
ご
と
し

（
『
歿
』
）
、
是
な
り
。
今
、
改
正
す
」
と
言
う
（
『
賈
子
次
詁
』
校
詁
一
）
。
祁
玉
章
は
「
史

記
始
皇
本
紀
、『
滅
』
は
『
歿
』
に
作
る
」
と
言
う
（
『
賈
子
新
書
校
釋
』
）
。
林
家
驪
は
「
沒

は
、
『
歿
』
に
通
ず
。
死
で
あ
る
」
と
言
う
（
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
。
「
滅
」
「
歿
」
、
同
じ
。

『
春
秋
』
昭
公
二
十
三
年
經
の
杜
預
注
に
「
國
存
す
と
雖
も
、
君
死
せ
る
を
滅
と
曰
ふ
」

と
有
る
。

（
１
５
）
「
以
」
、
王
耕
心
本
は
「
㠯
」
に
作
る
。

（
１
６
）「
侯
」
、
何
本
・
程
本
・
朱
本
は
「

」
、
兩
京
遺
編
本
・
四
庫
全
書
本
は
「

」
、

王
謨
本
は
「
矦
」
に
作
る
。

（
１
７
）
「
政
」
は
四
部
叢
刊
本
で
は
「
勁
」
に
作
り
、
何
本
・
程
本
・
朱
本
・
『
賈
長
沙

集
』
・
四
庫
全
書
本
も
同
じ
。
し
か
し
、
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
・
子
彙
本
・
兩
京
遺
編
本

『賈誼新書』譯註稿（四）過秦下（1）（工藤）
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・
盧
本
・
王
謨
本
・
和
刻
本
は
「
政
」
に
作
る
。
盧
文
弨
は
「
『
政
』
は
讀
み
て
『
征
』

と
爲
す
」
と
言
い
、
王
耕
心
本
は
直
接
「
征
」
に
作
っ
て
、
「
盧
本
、
『
征
』
は
『
政
』
に

作
り
、
史
記
も
同
じ
。
盧
氏
曰
く
、
『
「
政
」
は
讀
み
て
「
征
」
と
爲
す
』
と
。
愚
按
ず
る

に
、
下
文
を
考
ふ
れ
ば
、
『
征
』
に
作
る
、
是
な
り
。
『
政
』
を
㠯
て
『
征
』
と
爲
す
は
、

『
征
』
を
㠯
て
『
征
』
と
爲
す
に
若
か
ず
。
今
、
改
正
す
」
と
言
う
（
『
賈
子
次
詁
』
校

詁
一
）
。
祁
玉
章
は
「
『
力
勁
』
、
李
・
子
彙
・
胡
・
程
・
盧
本
及
び
史
記
始
皇
本
紀
は
並

び
に
『
力
政
』
に
作
る
、
當
に
之
に
從
ふ
べ
し
。
『
勁
』
・
『
政
』
は
形
は
似
て
音
も
近
く
、

因
り
て
而
し
て

譌

り
を
致
し
た
る
な
ら
ん
。
『
政
』
は
古
へ
は
通
じ
て
『
征
』
に
作
り
、

あ
や
ま

『
力
征
』
は
力
を
以
て
相
ひ
に
征
伐
す
る
を
謂
ふ
な
り
。
漢
書
五
行
志
中
に
『
天
子
弱
け

た
が

れ
ば
、
諸
侯
は
力
政
す
』
と
あ
り
、
又
た
吾
邱
壽
王
傳
に
『
諸
侯
は
力
政
す
』
と
あ
り
、

顏
（
師
古
）
は
並
び
に
『
政
は
亦
た
征
な
り
』
と
注
し
た
り
。
大
戴
記
用
兵
篇
に
『
諸
侯

は
力
政
し
て
、
天
子
に
朝
せ
ず
』
と
あ
り
、
淮
南
要
略
訓
に
『
天
子
卑
弱
な
れ
ば
、
諸
侯

は
力
征
す
』
と
あ
る
は
、
此
れ
皆
な
『
力
政
』
に
作
る
の
例
な
り
」
と
言
う
（
『
賈
子
新

書
校
釋
』
）
。
方
向
東
は
「
思
う
に
（
中
略
）
『
政
』
を
『
勁
』
に
作
る
の
は
誤
り
で
あ
る
」

と
言
う
（
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
。
閻
振
益
・
鐘
夏
は
「
『
正
』
は
、
も
と
も
と
『
勁
』
と

な
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
墨
子
に
依
據
し
て
改
め
る
。
夏
が
思
う
に
、
こ
の
文
は
墨
子

の
明
鬼
の
『
聖
王
既
に
没
す
れ
ば
、
天
下
は
義
を
失
ひ
、
諸
侯
は
力
政
す
』
に
本
づ
く
も

の
で
あ
る
孫
詒
讓
は
畢
沅
の
注
『
正
は
、
征
に
同
じ
』
を
引
く
。
も
と
の
『
勁
』
で
は
上

下
の
文
意
と
合
わ
な
い
の
で
、
改
め
る
」
と
言
う
（
『
新
書
校
注
』
）
。
「
諸
侯
力
政
」
の
句

は
、
他
に
も
『
愼
子
』
逸
文
・
『
韓
詩
外
傳
』
卷
五
・
『
春
秋
繁
露
』
王
道
等
に
見
え
て
い

る
。
諸
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
勁
」
に
作
る
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
王
耕
心
は
直
接
「
力

征
」
に
改
め
て
い
る
が
、
諸
本
は
「
力
政
」
に
作
る
の
で
、
今
、
改
め
て
「
力
政
」
と
す

る
。

（
１
８
）
「
強
凌
弱
」
、
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
・
『
賈
長
沙
集
』
は
「
彊
侵
弱
」
、
程
本
・

、
、

四
庫
全
書
本
・
盧
本
・
王
謨
本
は
「
强
凌
弱
」
、
朱
本
・
王
耕
心
本
は
「
彊
凌
弱
」
に
作

、

、

る
。
王
耕
心
は
「
盧
本
、
『
彊
』
は
『
强
』
に
作
る
も
、
史
記
は
文
の
ご
と
し
（
『
彊
』
）
。

『
凌
』
、
史
記
は
『
侵
』
に
作
る
。
愚
按
ず
る
に
、
『
彊
』
は
正
文
、
『
强
』
は
通
假
な
り
。

『
凌
』
は
義
尤
も
切
な
り
。
さ
す
れ
ば
『
彊
凌
』
に
作
る
、
是
な
り
。
今
、
改
正
す
」
と

言
う
（
『
賈
子
次
詁
』
校
詁
一
）
。
「
强
」
は
「
強
」
の
俗
字
（
『
正
字
通
』
）
、
「
彊
」
「
強
」

は
通
假
な
の
で
（
『
存
文
解
字
』
段
玉
裁
注
）
、
原
文
に
據
る
。
「
凌
」
か
「
侵
」
か
に
つ

い
て
は
、
『
韓
非
子
』
守
道
に
「
強
不
得
侵
弱
、
衆
不
得
暴
寡
」
と
言
う
が
、
『
管
子
』
君

、

臣
下
「
彊
者
凌
弱
」
、
明
法
解
「
強
不
凌
弱
、
衆
不
暴
寡
」
、
『
新
語
』
道
基
「
強
不
凌
弱
、

、

、

、

衆
不
暴
寡
」
と
い
う
例
も
有
り
、
な
に
よ
り
『
賈
誼
新
書
』
立
後
義
に
「
強
（
彊
）
凌
弱
、

、

衆
暴
寡
」
と
有
る
の
で
、
こ
こ
で
も
「
凌
」
が
よ
い
だ
ろ
う
。
今
、
改
め
ず
。

（
１
９
）
「
暴
」
、
何
本
・
程
本
・
兩
京
遺
編
本
は
「
蟋
」
に
作
る
。

（
２
０
）
「
革
」
、
四
部
叢
刊
本
・
何
本
・
程
本
・
子
彙
本
・
兩
京
遺
編
本
・
朱
本
・
『
賈

長
沙
集
』
・
王
謨
本
は
「
環
」
に
作
る
。

（
２
１
）
「
罷
」
、
兩
京
遺
編
本
は
「

」
に
作
る
。
何
孟
春
は
「
音
は
疲
な
り
」
と
注
し

て
い
る
（
『
訂
註
賈
太
傅
新
書
』
）
。
「
弊
」
、
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
・
何
本
・
兩
京
遺
編
本

・
『
賈
長
沙
集
』
・
王
耕
心
本
は
「
敝
」
、
子
彙
本
・
和
刻
本
は
「

」
に
作
る
。
王
耕
心

は
「
盧
本
、『
敝
』
は
『
弊
』
に
作
る
も
、
史
記
は
文
の
ご
と
し
（
『
敝
』
）
、
是
な
り
。
今
、

改
正
す
」
と
言
う
（
『
賈
子
次
詁
』
校
詁
一
）
。
『
禮
記
』
禮
運
釋
文
に
「
『
敝
』
は
、
本
亦

た
『
弊
』
に
作
る
」
と
有
り
、
『
玉
篇
』
に
「

、
或
ひ
は
『
敝
』
に
作
る
」
と
有
る
か

ら
、
「
弊
」「
敝
」
「

」
は
通
ず
。
今
原
文
に
據
る
。

（
２
２
）「
面
」
、
何
本
は
「
靣
」
に
作
る
。
子
彙
本
は
こ
こ
で
は
「
面
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
２
３
）
「
即
」
、
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
は
「
既
」
、
何
本
・
盧
本
・
王
耕
心
本
は
「
卽
」
、

程
本
・
朱
本
・
『
賈
長
沙
集
』
・
王
謨
本
・
和
刻
本
は
「
侖
」
に
作
る
。
李
笠
（
一
八
九
四
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～
一
九
六
二
）
は
『
史
記
』
の
「
『
既
』
字
は
當
に
新
書
に
依
り
て
『
卽
』
に
作
る
べ
し
。

『
既
』
・
『
卽
』
は
形
近
け
れ
ば
誤
り
易
し
」
と
言
う
（
『
史
記
會
注
考
證
』
、
秦
始
皇
本
紀

所
引
）
。
劉
師
培
は
「
案
ず
る
に
『
卽
』
は
『
則
』
と
同
じ
。
史
記
秦
始
皇
本
紀
は
『
既
』

に
誤
れ
り
」
と
言
う
（
『
賈
子
新
書
斠
補
』
卷
上
）
。
王
耕
心
は
「
史
記
、
『
卽
』
は
『
既
』

に
作
る
も
、
盧
本
は
文
の
ご
と
し
（
『
卽
』
）
。
愚
按
ず
る
に
、
二
文
の
義
皆
な
通
ず
る
も
、

『
卽
』
に
作
る
は
尤
も
切
な
り
。
『
卽
』
は
猶
ほ
『
則
』
の
ご
と
き
な
り
。
今
、
原
文
に

仍
る
」
と
言
う
（
『
賈
子
次
詁
』
校
詁
一
）
。
今
、
原
文
に
據
る
。

（
２
４
）「
得
」
、
盧
文
弨
は
「
潭
本
は
『
得
』
字
無
し
」
と
言
う
。
兩
京
遺
編
本
は
無
し
。

祁
玉
章
は
「
潭
・
胡
本
は
『
得
』
字
無
し
」
と
言
う
（
『
賈
子
新
書
校
釋
』
）。

（
２
５
）
「
虚
」
、
程
本
・
子
彙
本
・
兩
京
遺
編
本
・
『
賈
長
沙
集
』
・
和
刻
本
は
「
虗
」
に

作
る
。
「
虗
」
は
「
虚
」
と
同
じ
（
『
正
字
通
』
）
。

（
２
６
）
「
專
」
、
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
・
『
羣
書
治
要
』
・
『
賈
長
沙
集
』
・
王
耕
心
本
は

「
守
」
に
作
る
。
何
孟
春
は
「
一
に
『
守
』
に
作
る
」
と
言
う
（
『
訂
註
賈
太
傅
新
書
』
）
。

王
耕
心
は
「
盧
本
、
『
守
』
は
『
專
』
に
作
る
も
、
史
記
は
文
の
ご
と
し
（
『
守
』
）
。
愚
按

ず
る
に
、
『
威
を
專
ら
に
す
』
と
は
人
を
吉
み
す
る
の
語
に
非
ざ
れ
ば
、
『
守
』
に
作
る
、

よ

是
な
り
。
今
、
改
正
す
」
と
言
う
（
『
賈
子
次
詁
』
校
詁
一
）
。
祁
玉
章
は
「
史
記
始
皇
本

紀
、
『
專
』
は
『
守
』
に
作
る
」
と
言
う
（
『
賈
子
新
書
校
釋
』
）
。
林
家
驪
は
「
『
守
威
』

は
、
六
國
を
削
り
平
ら
げ
る
と
い
う
威
望
を
持
ち
續
け
る
こ
と
」
と
言
う
（
『
新
譯
賈
長

沙
集
』
）
。
「
專
威
」
に
消
極
的
な
意
味
を
見
出
す
か
ど
う
か
は
、
畢
竟
讀
み
方
次
第
で
あ

ろ
う
。
「
權
威
を
獨
り
占
め
す
る
」
と
見
れ
ば
確
か
に
「
人
を
吉
み
す
る
の
語
」
で
は
無

い
が
、「
權
威
を
一
つ
に
ま
と
め
る
」
と
讀
め
ば
積
極
的
な
意
味
と
な
ろ
う
。「
威
」
は
『
賈

誼
新
書
』
の
思
想
に
お
い
て
重
要
な
概
念
の
一
つ
で
あ
り
、
『
賈
誼
新
書
』
禮
に
「
威
德

の
君
に
在
る
は
、
禮
の
分
な
り
」
と
言
わ
れ
て
い
る
樣
に
、
君
主
が
專
有
す
べ
き
も
の
で

あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
も
「
專
」
で
よ
い
樣
に
思
う
。
從
っ
て
今
、
原
文
に
據
る
。

（
２
７
）
「
矣
」
、
『
羣
書
治
要
』
・
兩
京
遺
編
本
・
四
庫
全
書
本
は
「
樹
」
に
作
る
。

【
周
祀
】
王
洲
明
・
徐
超
は
「
東
周
王
朝
の
政
權
を
指
す
」
と
言
う
（
『
賈
誼
集

校
注
』
）
。
李
爾
鋼
は
「
『
祀
』
は
、
子
孫
代
々
相
い
傳
え
て
縟
え
な
い
祭
祀
の
こ

と
。（
中
略
）
滅
祀
は
國
家
の
滅
亡
を
象
徴
し
て
い
る
」
と
言
い
（
『
新
書
全
譯
』
）
、

饒
東
原
「
も
と
は
周
代
の
祭
祀
を
指
す
。
周
代
亡
べ
ば
、
宗
廟
の
祭
祀
も
斷
絕

す
る
の
で
、
周
祀
は
『
周
代
』
と
言
う
の
と
同
じ
」（
『
新
譯
新
書
讀
本
』
）
、
于
智

榮
「
『
周
祀
』
は
、
東
周
の
國
。
『
祀
』
は
、
宗
廟
の
祭
祀
活
動
、
ま
た
は
宗
廟

を
指
し
、
宗
廟
の
祭
祀
が
途
切
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
國
家
の
滅
亡
を
意
味
す

る
」（
『
賈
誼
新
書
譯
注
』
）
、
徐
瑩
「
周
朝
の
祭
神
の
所
、
こ
こ
で
は
周
朝
の
政
權

を
指
す
」（
『
新
書
』
）
も
同
じ
。
『
史
記
』
周
本
紀
に
「
周
君
・
王
赧
卒
し
、
周
の

民
は
遂
に
東
へ
と
亡
ぐ
。
秦
は
九
鼎
寶
器
を
取
り
て
、
而
し
て
西
周
公
を
憚
狐

に

に
遷
す
。
後
七
歲
に
し
て
、
秦
の
莊
襄
王
は
東
周
を
滅
ぼ
す
。
東
西
の
周
は
皆

な
秦
に
入
り
、
周
は
既
に
祀
ら
ず
」
、
『
漢
書
』
郊
祀
志
に
も
「
赧
王

卒
し
て
よ

り
の
後
七
年
、
秦
の
莊
襄
王

東
周
を
滅
ぼ
し
、
周
祀

絕
ゆ
」
と
有
る
。
そ
の

後
、
前
漢
武
帝
は
元
鼎
四
年
（
前
一
一
三
）
に
周
の
末
裔
で
あ
る
嘉
を
周
子
南
君

に
封
じ
て
、
周
祀
を
奉
じ
さ
せ
て
い
る
（
『
漢
書
』
武
帝
紀
）
。

【
并
海
内
】
徐
瑩
は
「
『
并
』
は
、
併
呑
。
『
海
内
』
は
、
全
國
を
指
す
」
と
言

う
（
『
新
書
』
）
。
全
國
を
併
合
す
る
こ
と
。

【
兼
諸
侯
】
祁
玉
章
は
「
秦
王
政
の
十
四
年
に
内
史
騰

韓
を
滅
ぼ
し
、
十
八
年

に
王
翦

趙
を
伐
ち
て
、
趙
王
遷
を
虜
に
し
、
遷
の
兄
嘉

自
ら
代
に
立
つ
も
、

又
た
七
年
し
て
秦
の
滅
ぼ
す
所
と
爲
る
。
二
十
二
年
に
王
賁

魏
を
伐
ち
、
魏
王

嘉
を
殺
し
、
魏
亡
ぶ
。
二
十
四
年
に
王
翦

楚
を
攻
め
、
楚
の
將
項
燕

自
殺
し
、

楚
王
負
芻
を
虜
に
し
、
楚
を
滅
ぼ
す
。
二
十
五
年
に
王
賁

燕
の
遼
東
を
攻
め
、
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燕
王
喜
を
虜
に
し
、
燕
亡
ぶ
。
二
十
六
年
に
王
賁
・
蒙
恬

齊
を
襲
ひ
、
齊
王
建

を
虜
に
し
、
齊
を
滅
ぼ
し
、
此
に
至
り
て
而
し
て
六
國

盡
く
亡
び
た
り
」
と
言

う
（
『
賈
子
新
書
校
釋
』
）
。

【
南
面
稱
帝
】
「
南
面
」
は
、
天
子
の
位
に
即
い
て
天
下
を
統
治
す
る
こ
と
。
李

爾
鋼
は
「
顏
を
南
に
向
け
る
こ
と
、
古
代
で
は
北
側
に
座
っ
て
南
側
に
顏
を
向

け
る
の
が
尊
位
と
さ
れ
た
。
故
に
天
子
が
群
臣
に
會
う
時
南
面
し
て
座
る
の
で

あ
る
」
と
言
い
（
『
新
書
全
譯
』
）
、
饒
東
原
も
「
帝
王
は
宮
殿
に
上
が
る
と
、
南

を
向
く
、
そ
れ
で
『
南
面
』
と
は
帝
王
を
稱
す
の
意
で
あ
る
」
と
言
う
（
『
新
譯

新
書
讀
本
』
）
。
閻
振
益
・
鐘
夏
は
「
易
の
說
卦
に
『
聖
人
南
面
し
て
而
し
て
天
下

を
聽
き
、
明
に
嚮
ひ
て
而
し
て
治
む
』
と
有
り
、
廣
韻
に
『
面
は
、
向
く
な
り
』

と
有
る
」
と
言
う
（
『
新
書
校
注
』
）
。
祁
玉
章
は
「
秦
王
政
の
二
十
六
年
に
諸
侯

は
盡
く
滅
び
、
丞
相
王
綰
・
廷
尉
李
斯
等
を
し
て
帝
號
を
議
せ
し
め
、
自
ら
始

皇
帝
と
稱
す
」
と
注
し
て
い
る
（
『
賈
子
新
書
校
釋
』
）
。

【
以
四
海
養
】
天
下
に
よ
っ
て
自
ら
を
養
う
こ
と
。
王
耕
心
は
「
四
海
を
取
り

て
自
ら
奉
ず
る
を
謂
ふ
な
り
」
と
言
う
。
王
洲
明
・
徐
超
は
「
『
養
』
は
、
扶
養

す
る
こ
と
」
と
言
う
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
。
饒
東
原
「
四
海
（
天
下
）
に
よ
っ
て
自

ら
を
養
う
、
つ
ま
り
四
海
を
享
有
す
る
と
い
う
こ
と
」（
『
新
譯
新
書
讀
本
』
）
、
徐

瑩
「
天
下
を
蓄
養
（
供
犠
）
と
す
る
こ
と
、
天
下
を
享
有
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」

（
『
新
書
』
）
も
同
じ
。
『
孟
子
』
萬
章
上
に
「
孝
子
の
至
り
は
、
親
を
尊
ぶ
よ
り

大
な
る
は
莫
し
。
尊
親
の
至
り
は
、
天
下
を
以
て
養
ふ
よ
り
大
な
る
は
莫
し
」

と
有
り
、
朱
熹
は
「
言
ふ
こ
こ
ろ
は
瞽
瞍
既
に
天
子
の
父
と
爲
れ
ば
、
則
ち
當

に
天
下
の
養
を
享
く
べ
く
、
此
れ
舜
の
尊
親
養
親
の
至
り
た
る
所
以
な
り
」
と

注
し
て
い
る
（
『
孟
子
集
注
』
）
。

【
斐
然
】
風
に
な
び
く
樣
。
呉
雲
・
李
春
台
は
『
論
語
』
公
冶
長
の
「
斐
然
成

章
」
に
本
づ
き
、
「
文
采
の
有
る
樣
子
」
と
言
い
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
、
李
爾
鋼
も

『
說
文
解
字
』
所
引
の
『
易
』
革
卦
の
文
「
其
文
斐
也
」
に
本
づ
い
て
「
文
彩

が
鮮
明
な
樣
子
を
形
容
し
た
も
の
」
と
言
う
（
『
新
書
全
譯
』
）
。
さ
ら
に
饒
東
原

（
『
新
譯
新
書
讀
本
』
）
・
林
家
驪
（
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
も
ま
た
、
「
文
采
の
有
る
樣

子
」
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、
方
向
東
は
「
思
う
に
『
斐
』
は
音
は
匪
。『
斐
然
』

は
、
輕
い
樣
子
」
と
言
う
（
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
。
し
か
し
、
山
口
察
常
は
「
な

び
く
さ
ま
」
と
言
い
（
『
國
譯
賈
誼
新
書
』
）
、
王
洲
明
・
徐
超
は
「
風
に
順
っ
て
倒

れ
る
樣
子
」
と
言
う
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
。
閻
振
益
・
鐘
夏
は
「
『
斐
然
』
は
思
う

に
『
靡
然
』
と
同
じ
だ
ろ
う
。
史
記
儒
林
傳
に
『
天
下
の
學
士
、
靡
然
と
し
て

風
に
嚮
か
ふ
が
ご
と
し
』
と
あ
る
が
、
意
味
は
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
」
と
言
う

（
『
新
書
校
注
』
）
。
于
智
榮
も
「
同
じ
方
向
に
倒
れ
る
樣
子
」
と
注
し
て
い
る
（
『
賈

誼
新
書
譯
注
』
）
。

【
嚮
風
】
風
の
方
向
に
顏
を
向
け
る
こ
と
。
「
向
風
」
に
同
じ
。
呉
雲
・
李
春
台

は
「
風
を
見
て
歸
趨
す
る
こ
と
」
と
言
い
、
從
っ
て
、
こ
の
句
に
つ
い
て
「
天

下
に
才
能
の
有
る
讀
書
人
が
い
れ
ば
、
秦
人
の
統
一
と
い
う
大
業
に
心
を
傾
け
、

用
い
ら
れ
た
い
と
願
う
」
と
い
う
意
味
だ
と
す
る
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
。
王
洲
明

・
徐
超
も
「
風
を
見
て
景
仰
す
る
こ
と
」
と
し
て
、
こ
の
句
に
つ
い
て
「
紛
々

と
し
て
そ
の
教
化
を
景
仰
す
る
こ
と
」
と
言
う
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
。
李
爾
鋼
「
『
嚮

風
』
は
、
依
順
、
敬
慕
の
意
」（
『
新
書
全
譯
』
）
、
饒
東
原
「
天
下
の
士
人
が
次
々

と
秦
に
歸
屬
す
る
こ
と
。
『
向
風
』
と
同
じ
。
風
を
見
て
歸
附
す
る
」（
『
新
譯
新

書
讀
本
』
）
、
林
家
驪
「
風
を
見
て
歸
附
す
る
こ
と
」（
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
も
同
じ
。

于
智
榮
も
ま
た
、
「
風
に
順
っ
て
向
く
」
と
言
い
、
こ
の
句
に
つ
い
て
「
皆
な
風

に
順
っ
て
歸
屬
す
る
こ
と
」
と
し
（
『
賈
誼
新
書
譯
注
』
）
、
徐
瑩
も
「
『
斐
然
嚮
風
』

は
、
次
々
と
風
を
見
て
歸
趨
す
る
こ
と
」
と
注
し
て
い
る
（
『
新
書
』
）
。
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【
若
是
】
徐
瑩
は
「
こ
の
樣
で
あ
れ
ば
」
と
言
う
（
『
新
書
』
）
。

【
近
古
而
無
王
者
久
矣
】
「
近
古
」
は
、
今
を
遡
る
こ
と
遠
く
な
い
時
代
。
方
向

東
は
「
戰
國
以
來
を
指
す
」
と
言
う
（
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
。
ま
た
「
王
」
に
つ

い
て
、
呉
雲
・
李
春
台
は
「
天
下
を
擁
護
す
る
こ
と
の
で
き
る
王
朝
」（
『
賈
誼
集

校
注
』
）
、
林
家
驪
は
「
古
代
人
は
天
下
が
擁
護
す
る
王
朝
こ
そ
が
、
實
質
に
見
合

っ
た
『
王
』
だ
と
考
え
て
い
た
」
と
言
い
（
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
、
方
向
東
も
「
古

代
人
は
天
下
が
擁
護
す
る
王
朝
こ
そ
が
本
物
の
『
王
』
の
名
に
合
う
と
考
え
て

い
た
。
だ
か
ら
、
『
王
者
は
、
天
下
の
歸
往
す
る
所
な
り
』
と
解
釋
す
る
の
で
あ

る
」
と
述
べ
て
い
る
（
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
。
『
賈
誼
新
書
』
數
寧
に
「
臣
之
を

聞
け
り
、
禹
よ
り
以
下
五
百
歳
に
し
て
而
し
て
湯

起
こ
り
、
湯
よ
り
已
下
五
百

餘
年
に
し
て
而
し
て
武
王

起
こ
る
。
故
に
聖
王
の
起
こ
る
は
、
大
そ
五
百
を
以

て
紀
と
爲
す
。
武
王
よ
り
已
下
、
五
百
歳
を
過
ぎ
た
り
。
聖
王
起
こ
ら
ざ
る
は
、

何
ぞ
怪
し
か
ら
ん
。
秦
の
始
皇
帝
に
及
び
て
、
是
に
似
た
る
も
而
も
卒
に
非
な

り
て
、
状
無
き
に
終
ふ
」
と
有
り
、
周
の
武
王
以
後
、
王
者
が
現
れ
て
い
な
い

と
い
う
認
識
が
窺
え
る
。

【
周
室
】
林
家
驪
は
「
周
王
朝
の
こ
と
」
と
言
う
（
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
。

【

㣲
】
王
洲
明
・
徐
超
は
「
衰
え
敗
れ
る
こ
と
」
と
言
う
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
。

お
と
ろ
え
る
こ
と
。

【
五
覇
】
山
口
察
常
は
「
春
秋
時
代
の
齊
桓
晉
文
等
を
い
ふ
」
と
言
う
（
『
國
譯

賈
誼
新
書
』
）
。
五
覇
が
誰
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
は
諸
存
有
る
。
呉
雲
・
李
春
台

は
「
諸
侯
の
中
で
勢
力
が
強
大
で
、
一
時
に
覇
を
唱
え
る
こ
と
の
で
き
る
五
人

の
覇
者
の
こ
と
。
一
般
的
に
は
齊
の
桓
公
・
晉
の
文
公
・
秦
の
穆
公
・
宋
の
襄

公
・
楚
の
莊
王
を
五
覇
と
す
る
」
と
言
い
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
、
于
智
榮
も
「
春

秋
時
の
前
後
し
て
覇
を
唱
え
た
五
人
の
諸
侯
王
、
一
般
的
に
は
齊
の
桓
公
・
晉

の
文
公
・
秦
の
穆
公
・
宋
の
襄
公
・
楚
の
莊
王
を
指
す
」
と
言
う
（
『
賈
誼
新
書

譯
注
』
）
。
王
洲
明
・
徐
超
は
「
春
秋
時
に
前
後
し
て
覇
を
唱
え
た
五
人
の
諸
侯
王
、

齊
の
桓
公
・
晉
の
文
公
・
楚
の
莊
王
・
呉
王
闔
閭
と
越
王
勾
踐
、
ま
た
一
說
に

は
齊
の
桓
公
・
宋
の
襄
公
・
晉
の
文
公
・
秦
の
穆
公
と
楚
の
莊
王
を
指
す
と
も
」

と
言
い
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
、
李
爾
鋼
「
春
秋
時
に
前
後
し
て
覇
を
唱
え
た
五
人

の
諸
侯
で
、
齊
の
桓
公
・
晉
の
文
公
・
楚
の
莊
王
・
呉
王
闔
閭
・
越
王
勾
踐
を

指
す
」（
『
新
書
全
譯
』
）
、
饒
東
原
「
春
秋
時
の
各
諸
侯
の
中
で
前
後
し
て
覇
を
唱

え
た
五
人
の
君
主
で
、
齊
の
桓
公
・
晉
の
文
公
・
楚
の
莊
王
・
呉
王
闔
閭
・
越

王
勾
踐
で
あ
る
。
一
說
に
は
齊
の
桓
公
・
晉
の
文
公
・
秦
の
穆
公
・
宋
の
襄
公

と
楚
の
莊
王
で
あ
る
と
も
」（
『
新
譯
新
書
讀
本
』
）
も
同
じ
。
方
向
東
は
「
周
は
平

王
の
東
遷
以
後
、
諸
侯
が
號
令
を
聞
か
な
く
な
り
、
國
勢
は
日
益
に
衰
え
た
。

五
覇
は
、
齊
の
桓
公
・
晉
の
文
公
・
楚
の
莊
王
・
秦
の
繆
公
・
宋
の
襄
公
で
あ

る
」
と
言
う
（
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
。
林
家
驪
は
「
五
人
の
覇
者
。
春
秋
の
五
覇

に
は
次
の
三
つ
の
說
が
あ
る
。
①
齊
の
桓
公
・
晉
の
文
公
・
宋
の
襄
公
・
楚
の

莊
公
〔
王
〕
・
秦
の
穆
公
（
呂
氏
春
秋
）
。
②
齊
の
桓
公
・
晉
の
文
公
・
楚
の
莊
王

・
呉
王
闔
閭
・
越
王
句
踐
（
荀
子
）
。
③
齊
の
桓
公
・
宋
の
襄
公
・
晉
の
文
公
・

秦
の
穆
公
・
呉
王
夫
差
（
漢
書
、
顏
師
古
注
）
」
と
し
て
い
る
（
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
。

徐
瑩
は
「
春
秋
期
に
前
後
し
て
覇
を
唱
え
た
五
人
の
諸
侯
、
一
說
に
齊
の
桓
公

・
晉
の
文
公
・
楚
の
莊
王
・
呉
王
闔
閭
と
越
王
勾
踐
、
ま
た
は
齊
の
桓
公
・
宋

の
襄
公
・
晉
の
文
公
・
秦
の
穆
公
と
楚
の
莊
王
と
も
」
と
言
う
（
『
新
書
』
）
。
過

秦
下
に
「
先
王
は
壅
蔽
の
國
を
傷
ふ
を
知
れ
る
な
り
。
故
に
公
・
卿
・
大
夫
・

士
を
置
き
て
、
以
て
法
を
飾
り
刑
を
設
け
て
、
而
し
て
天
下
は
治
ま
れ
り
。
其

の
強
き
と
き
や
、
暴
を
禁
じ
亂
を
誅
し
て
而
し
て
天
下

服
ひ
、
其
の
弱
き
と
き

や
、
五
霸
征
し
て
而
し
て
諸
侯

從
ひ
、
其
の
削
ら
る
る
と
き
や
、
内
に
守
り
外
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に
附
き
て
而
し
て
社
稷

存
す
」
と
有
る
。
ま
た
、『
賈
誼
新
書
』
官
人
に
は
「
大

臣
と
國
を
爲
む
る
者
は
伯
た
り
」
と
有
り
、
春
秋
や
先
醒
等
の
篇
に
據
る
と
、

晉
の
文
公
・
齊
の
桓
公
・
楚
の
莊
王
は
「
伯
」
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

【
力
政
】
『
愼
子
』
逸
文
に
「
昔
周
室
の
衰
ふ
る
や
、
厲
王

天
下
を
擾
亂
し
、

諸
侯
は
力
政
し
、
人
は
獨
り
行
ひ
て
以
て
相
ひ
兼
ね
ん
と
欲
す
」
と
有
る
。
ま

た
、
『
韓
詩
外
傳
』
卷
五
に
「
是
に
于
い
て
周
室
は
微
に
し
て
、
王
道
は
絕
ゆ
れ

ば
、
諸
侯
は
力
政
し
て
、
強
き
も
の
は
弱
き
も
の
を
劫
け
、
衆
き
も
の
は
寡
き

も
の
を
暴
し
（
後
略
）
」
云
々
と
有
り
、
『
春
秋
繁
露
』
王
道
に
も
「
周
衰
へ
て
、

天
子
は
微
弱
な
れ
ば
、
諸
侯
は
力
政
し
て
、（
中
略
）
。
強
き
も
の
は
弱
き
も
の
を

奄
ひ
、
衆
き
も
の
は
寡
き
も
の
を
暴
し
（
後
略
）
」
云
々
と
有
る
。
い
ず
れ
も
同

樣
の
文
脈
で
「
力
政
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
淮
南
子
』
で
は
「
管
子
、

周
室
の
卑
な
る
、
諸
侯
の
力
征
（
中
略
）
を
憂
ふ
」（
泰
族
）
や
「
齊
の
桓
公
の
時
、

天
子
は
卑
弱
な
れ
ば
、
諸
侯
は
力
征
す
」（
要
略
）
の
樣
に
「
力
征
」
に
作
る
。

故
に
盧
文
弨
は
「
『
政
』
は
讀
み
て
『
征
』
と
爲
す
」
と
言
い
、
山
口
察
常
も
「
力

征
と
同
じ
、
互
に
攻
伐
を
事
と
す
る
こ
と
」
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
（
『
國
譯
賈
誼

新
書
』
）
。
『
大
戴
禮
』
用
兵
「
諸
侯
力
征
」
盧
辨
注
に
「
威
力
を
以
て
侵
し
爭
ふ

を
言
ふ
」
と
言
う
。
呉
雲
・
李
春
台
は
「
武
力
で
征
伐
す
る
こ
と
」
と
言
い
（
『
賈

誼
集
校
注
』
）
、
王
洲
明
・
徐
超
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
、
李
爾
鋼
（
『
新
書
全
譯
』
）
、
饒

東
原
（
『
新
譯
新
書
讀
本
』
）
、
林
家
驪
（
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
、
于
智
榮
（
『
賈
誼
新
書

譯
注
』
）
、
徐
瑩
（
『
新
書
』
）
い
ず
れ
も
同
樣
の
解
釋
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

吉
田
賢
抗
（
一
九
〇
〇
～
一
九
九
五
）
は
「
武
力
で
政
治
を
す
る
。
覇
道
を
い
う
」

と
注
し
（
『
史
記
』
一
）
、
方
向
東
も
「
漢
書
遊
俠
傳
に
『
戰
國
は
合
從
連
衡
、
力

政
し
て
強
を
爭
ふ
』
と
有
り
、
顏
師
古
は
『
「
力
政
」
と
は
、
禮
義
を
棄
背
し
て

專
ら
威
力
に
任
ず
る
な
り
』
と
言
い
、
漢
書
五
行
志
の
『
天
子
弱
け
れ
ば
、
諸

侯
力
政
す
』
に
て
は
、
師
古
は
『
「
政
」
は
亦
た
「
征
」
な
り
。
專
ら
武
力
を
以

て
相
ひ
征
討
す
』
と
言
う
」
と
二
存
を
竝
記
し
て
い
る
（
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
。

政
治
と
軍
事
、
い
ず
れ
の
意
か
判
斷
し
難
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
仁
義
」
に

反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
本
譯
稿
で
は
、
互
い
に
攻
伐
を
事

と
す
る
こ
と
と
し
て
お
く
。

【
強
凌
弱
、
衆
暴
寡
】
『
賈
誼
新
書
』
立
後
義
に
「
其
の
道
の
下
る
や
、
天
下
の

散
亂
す
る
に
當
た
り
て
、
彊
き
も
の
は
弱
き
も
の
を
凌
ぎ
、
衆
き
も
の
は
寡
き

も
の
を
暴
げ
、
智
あ
る
も
の
は
愚
か
な
も
の
を
欺
く
を
以
て
、
士
卒
は
罷
弊
し
、

甲
兵
に
死
に
、
老
弱
は
騷
動
し
て
、
產
業
を
治
む
る
を
得
ざ
る
は
、
天
下
に
之

天
子
無
き
を
以
て
な
り
」
と
有
り
、
時
變
に
も
「
秦
國

理
を
失
へ
ば
、
天
下
は

大
い
に
敗
れ
、
衆
き
も
の
は
寡
き
も
の
を
揜
ひ
、
知
る
も
の
は
愚
か
な
も
の
を

欺
き
、
勇
ま
し
き
も
の
は
懼
え
る
も
の
を
劫
か
し
、
壯
な
る
も
の
は
衰
ふ
る
も

の
を
凌
す
」
と
有
る
。
「
凌
」
は
犯
す
こ
と
、
「
暴
」
は
虐
げ
る
こ
と
。
後
、
「
陵

暴
」
は
人
を
し
の
ぎ
亂
暴
す
る
意
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
王
洲
明
・
徐
超

は
「
『
凌
』
は
、
欺
凌
、
侵
犯
。
『
衆
暴
寡
』
は
、
人
口
の
多
い
國
家
の
人
口
の

少
な
い
國
家
に
對
す
る
兇
暴
殘
虐
を
言
う
」
と
述
べ
て
い
る
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
。

呉
雲
・
李
春
台
も
「
暴
」
を
欺
侮
の
意
と
し
、
「
大
國
が
人
口
の
多
い
こ
と
を
い

い
こ
と
に
、
弱
小
國
を
欺
侮
す
る
こ
と
」
と
し
て
お
り
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
、
林

家
驪
も
「
衆
暴
寡
」
に
つ
い
て
、
「
大
國
が
そ
の
人
の
多
い
の
を
恃
み
と
し
て
力

の
弱
い
國
家
を
い
じ
め
る
こ
と
」
と
言
う
（
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
。
饒
東
原
は
「
『
凌
』

は
、
侵
す
こ
と
で
あ
る
。
『
暴
』
は
、
欺
侮
す
る
こ
と
、
ま
た
は
殘
害
す
る
こ
と

で
あ
る
」
と
言
う
（
『
新
譯
新
書
讀
本
』
）
。
閻
振
益
・
鐘
夏
は
「
『
暴
』
は
、
虐
げ

る
と
い
う
意
味
。
孟
子
の
萬
章
上
に
『
豈
に
彼
の
民
を
暴
ぐ
る
を
得
ん
や
』
と
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言
い
、
集
注
に
は
『
有
庳
の
民
を
虐
ぐ
る
を
得
ず
』
と
有
る
」
と
言
う
（
『
新
書

校
注
』
）
。

【
兵
革
】
武
器
と
鎧
の
こ
と
、
轉
じ
て
戰
爭
の
こ
と
。
林
家
驪
は
「
兵
器
と
甲

冑
の
總
稱
。
廣
く
武
器
軍
備
を
指
す
。
こ
こ
で
は
戰
爭
を
指
す
」
と
言
う
（
『
新

譯
賈
長
沙
集
』
）
。
『
呂
氏
春
秋
』
季
春
紀
に
「
秋
令
を
行
は
ば
、
則
ち
天
に
沈
陰

多
く
、
淫
雨
早
に
降
り
、
兵
革
並
び
起
こ
ら
ん
」
と
有
り
、
秦
の
始
皇
帝
も
「
兵

革
を
息
め
ん
こ
と
を
庶
幾
ふ
」
と
言
っ
て
い
る
（
『
史
記
』
秦
始
皇
帝
本
紀
）
。

【
士
民
】
林
家
驪
は
「
兵
士
と
人
民
の
こ
と
」
と
言
う
（
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
。

【
罷
弊
】
消
耗
し
て
疲
れ
弱
る
こ
と
、
疲
弊
。
『
賈
誼
新
書
』
立
後
義
に
も
「
士

卒
は
罷
弊
す
」
と
有
る
。
何
孟
春
は
「
（
罷
は
）
音
は
疲
な
り
」
と
言
い
（
『
訂
註

賈
太
傅
新
書
』
）
、
祁
玉
章
も
「
『
罷
』
は
、
音
義
は
『
疲
』
に
同
じ
。
說
文
に
『
疲

は
、
勞
な
り
、
或
ひ
は
罷
に
作
る
』
と
あ
る
。
『
罷
弊
』
は
疲
勞
困
弊
を
謂
ふ
」

と
言
う
（
『
賈
子
新
書
校
釋
』
）
。
王
洲
明
・
徐
超
は
「
疲
勞
困
憊
し
て
窮
乏
す
る
こ

と
」
と
言
う
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
。
李
爾
鋼
「
『
罷
』
は
、
『
疲
』
に
通
ず
」
と
言

い
（
『
新
書
全
譯
』
）
、
饒
東
原
は
「
疲
倦
。
罷
は
、
『
疲
』
に
通
ず
」
と
言
う
（
『
新

譯
新
書
讀
本
』
）
。
林
家
驪
の
「
疲
弊
、
困
乏
し
て
力
が
無
い
こ
と
。『
罷
』
は
、『
疲
』

に
通
ず
」（
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
、
于
智
榮
の
「
『
罷
』
は
、
『
疲
』
に
通
じ
、
疲
勞

困
憊
」（
『
賈
誼
新
書
譯
注
』
）
も
略
同
じ
。
閻
振
益
・
鐘
夏
は
「
『
罷
』
、
朱
駿
聲
は

『
罷
は
、
假
借
し
て
疲
と
爲
す
』
と
言
う
」
と
『
存
文
通
訓
定
聲
』
を
引
く
（
『
新

書
校
注
』
）
。
徐
瑩
は
「
疲
勞
困
乏
」
と
言
う
の
み
（
『
新
書
』
）
。

【
王
天
下
】
天
下
に
君
臨
す
る
こ
と
、
天
下
を
治
め
る
こ
と
。
呉
雲
・
李
春
台

は
「
天
下
を
統
一
す
る
こ
と
」
と
し
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
、
林
家
驪
も
同
じ
（
『
新

譯
賈
長
沙
集
』
）
。
方
向
東
は
「
『
王
』
は
音
は
旺
、
統
一
、
統
治
す
る
こ
と
」
と

言
う
（
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
。

【
即
】
呉
雲
・
李
春
台
は
「
尽
く
、
全
て
」
の
意
だ
と
す
る
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
。

饒
東
原
は
「
つ
ま
り
」
と
言
う
（
『
新
譯
新
書
讀
本
』
）
。
閻
振
益
・
鐘
夏
は
「
劉
師

培
は
『
即
は
、
則
と
同
じ
』
だ
と
言
う
」
と
言
う
（
『
新
書
校
注
』
）
。
劉
氏
の
言

は
校
語
（
２
３
）
參
照
。

【
元
元
】
李
爾
鋼
は
「
『
元
元
の
民
』
は
、
平
民
の
こ
と
」
と
言
い
（
『
新
書
全
譯
』
）
、

徐
瑩
も
「
『
元
元
之
民
』
は
、
平
民
百
姓
の
こ
と
」
と
述
べ
て
い
る
（
『
新
書
』
）
。

で
は
、
「
元
元
」
と
は
何
の
意
か
。
山
口
察
常
は
「
た
だ
民
と
い
ふ
と
同
じ
」
と

言
う
（
『
國
譯
賈
誼
新
書
』
）
。
呉
雲
・
李
春
台
も
「
平
民
」
と
し
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
、

饒
東
原
も
「
民
衆
（
老
百
姓
）
」
と
言
う
（
『
新
譯
新
書
讀
本
』
）
。
林
家
驪
は
「
古
代
、

人
民
を
稱
し
て
『
黎
元
』
と
言
っ
た
り
、
『
元
元
』
と
言
っ
た
り
し
た
」
と
言
い

（
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
、
方
向
東
も
同
樣
の
說
明
を
し
て
い
る
（
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
。

ま
た
、
范
祥
雍
（
一
九
一
三
～
一
九
九
三
）
は
黄
生
（
一
六
二
二
～
？
）
『
義
府
』
に

依
據
し
つ
つ
、
更
に
金
文
の
「
元
」
が
「
人
」
字
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
「
『
元
元
』
は
『
百
姓
』
と
言
っ
て
よ
い
」
と
述
べ
て
い
る
（
『
戰
國
策
戔

證
』
）
。
故
に
于
智
榮
は
「
『
元
元
』
は
、
古
代
で
は
百
姓
を
指
し
、
或
い
は
黎
元

と
も
稱
し
た
」（
『
賈
誼
新
書
譯
注
』
）
と
言
う
の
も
根
據
が
無
い
譯
で
は
な
い
。
し

か
し
、「
元
元
」
が
「
民
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
下
の
「
民
」
と
重
複
す
る
し
、『
賈

誼
新
書
』
諭
誠
の
、
楚
の
昭
王
の
發
言
中
に
「
元
元
之
百
姓
」
と
有
る
の
に
據

れ
ば
、
「
元
元
」
を
「
百
姓
」
と
す
る
の
も
不
適
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
他
、
閻
振
益
・
鐘
夏
『
新
書
校
注
』
が
引
く
樣
に
、『
史
記
』
孝
文
本
紀
に
「
以

て
天
下
の
元
元
の
民
を
全
く
せ
ん
と
す
」
と
有
り
、
司
馬
貞
は
『
戰
國
策
』
秦

策
「
子
元
元
」
の
高
誘
注
「
『
元
元
』
は
、
善
な
り
」
や
、
姚
察
の
「
古
は
、
人

を
謂
ひ
て
善
と
云
ふ
は
、
善
人
な
る
を
言
ふ
な
り
。（
中
略
）
其
の
『
元
元
』
と

言
ふ
は
、
一
人
に
非
ざ
れ
ば
な
り
」
、
南
朝
の
顧
野
王
（
五
一
九
～
五
八
一
）
の
「
『
元

『賈誼新書』譯註稿（四）過秦下（1）（工藤）
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元
』
は
猶
ほ
『
喁
喁
』
の
ご
と
し
、
憐
愛
す
べ
き
の
貌
な
り
」
等
を
引
い
て
い

る
も
の
の
、
結
局
「
未
だ
其
の
說
に
安
ん
ぜ
ず
、
聊
か
異
な
れ
る
を
記
す
」
と

言
う
に
止
ま
っ
て
い
る
（
『
史
記
索
隱
』
、
孝
文
本
紀
）
。
班
固
が
「
『
元
元
』
は
、

善
意
な
り
」（
『
漢
書
注
』
、
文
帝
紀
）
と
言
う
の
は
高
說
に
據
っ
た
も
の
か
。
祁
玉

章
も
高
說
を
引
い
て
「
『
元
元
の
民
』
は
善
良
の
庶
民
を
謂
ふ
な
り
」
と
言
い
つ

つ
、
顧
說
も
合
わ
せ
引
い
て
い
る
（
『
賈
子
新
書
校
釋
』
）
。
王
洲
明
・
徐
超
が
「
誠

實
で
情
に
厚
い
樣
」（
『
賈
誼
集
校
注
』）
と
言
う
の
は
、
以
上
を
踏
ま
え
た
も
の
だ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
過
秦
中
の
こ
の
文
で
は
「
民
」
が
善
良
・
忠
厚
で
あ

る
か
否
か
は
問
題
で
は
無
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
元
元
」
は
「
お
お
も
と
」
の

意
で
は
な
か
ろ
う
か
。
吉
田
賢
抗
は
「
『
元
元
』
は
『
源
源
』
で
、
民
は
國
の
本

源
、
故
に
『
元
元
』
と
は
『
民
』
の
形
容
で
あ
る
。
國
の
源
で
あ
る
民
」
と
言

う
（
『
史
記
』
一
）
。『
史
記
』
匈
奴
列
傳
に
も
文
帝
が
「
元
元
萬
民
」
と
言
い
、『
韓

詩
外
傳
』
卷
一
に
も
「
其
の
後
、
位
に
在
り
し
者

驕
奢
に
し
て
、
元
元
を
恤
ま

ず
」
と
有
る
の
は
、
漢
初
に
民
本
政
治
の
思
潮
が
盛
ん
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
故
に
『
賈
誼
新
書
』
大
政
上
に
「
之
を
聞
く
、
政
に
於
け
る
や
、

民
を
本
と
爲
ざ
る
は
莫
き
な
り
」
と
有
る
の
だ
ろ
う
。

せ

【
冀
】
呉
雲
・
李
春
台
は
「
希
望
す
る
」
と
言
う
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
。
王
洲
明

・
徐
超
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
、
饒
東
原
（
『
新
譯
新
書
讀
本
』
）
、
林
家
驪
（
『
新
譯
賈
長

沙
集
』
）
、
方
向
東
（
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
、
徐
瑩
（
『
新
書
』
）
も
同
じ
。
于
智
榮
は

「
冀
は
、『
覬
』
に
通
じ
、
の
ぞ
む
、
希
望
す
る
」
と
言
う
（
『
賈
誼
新
書
譯
注
』
）
。

【
虚
心
】
吉
田
賢
抗
は
「
秦
王
が
天
子
と
な
っ
た
道
程
な
ど
を
考
え
な
く
て
」（
『
史

記
』
一
）
と
言
う
が
、
そ
う
し
た
も
の
も
含
め
て
、
從
順
に
唯
々
心
を
空
に
し
て

の
意
。
從
っ
て
、
呉
雲
・
李
春
台
は
「
心
を
傾
け
て
、
君
主
が
仁
政
を
施
し
て

く
れ
る
こ
と
を
仰
ぎ
望
む
」
と
言
う
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
。

【
仰
上
】
饒
東
原
は
「
君
主
を
敬
仰
し
て
、
仁
政
を
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
」

と
言
う
（
『
新
譯
新
書
讀
本
』
）
。
林
家
驪
は
「
心
を
傾
け
て
望
む
気
持
ち
を
抱
い
て
、

皇
上
が
よ
い
政
治
を
行
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
仰
ぎ
望
む
こ
と
。
『
上
』
は
、
皇
帝

を
指
す
」
と
言
う
（
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
。
方
向
東
は
「
『
上
』
は
、
皇
帝
を
指
す
。

虚
心
で
上
を
仰
ぐ
と
は
、
心
を
傾
け
て
望
む
気
持
ち
を
抱
い
て
、
彼
が
よ
い
政

治
を
し
て
く
れ
る
こ
と
を
仰
ぎ
望
む
こ
と
」
と
言
う
（
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
。

【
性
命
】
『
賈
誼
新
書
』
道
德
說
に
は
「
性
」
と
「
命
」
に
つ
い
て
の
議
論
が
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
「
生
命
」
に
同
じ
。

【
專
威
】
「
專
威
」
は
、
君
主
が
權
威
を
集
約
し
て
所
有
す
る
こ
と
。
呉
雲
・
李

春
台
は
「
威
勢
を
保
持
す
る
こ
と
」（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
、
王
洲
明
・
徐
超
は
「
權

威
を
專
有
す
る
こ
と
」（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
、
饒
東
原
も
「
威
勢
を
專
有
し
て
保
持

す
る
こ
と
」
と
言
う
（
『
新
譯
新
書
讀
本
』
）
。
方
向
東
は
「
『
專
』
は
、
專
擅
と
言

う
よ
う
な
も
の
。
あ
る
い
は
『
顓
』
に
作
る
」
と
言
い
（
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
、

徐
瑩
は
「
威
勢
を
擅
ま
に
す
る
こ
と
」
と
言
う
（
『
新
書
』
）
。
『
賈
誼
新
書
』
禮
に

「
威
德
の
君
に
在
る
は
、
禮
の
分
な
り
」
と
有
る
。

【
定
功
】
呉
雲
・
李
春
台
は
「
下
文
の
『
裂
地
分
民
以
封
功
臣
之
後
』
の
意
」

と
言
い
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
、
方
向
東
も
同
じ
（
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
。
他
方
、
饒

東
原
は
「
功
業
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
」
と
言
う
（
『
新
譯
新
書
讀
本
』
）
。
林
家
驪
も

「
天
下
を
統
制
す
る
政
治
的
規
劃
を
制
定
す
る
こ
と
。『
功
』
は
、
事
業
で
あ
る
」

と
言
う
（
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
。
し
か
し
、
本
譯
稿
で
は
天
下
を
取
っ
た
功
業
を
安

定
さ
せ
る
こ
と
と
す
る
。
『
賈
誼
新
書
』
數
寧
に
「
禮
に
て
は
、
祖
に
功
有
り
、

宗
に
德
有
り
。
始
め
て
天
下
を
取
る
を
功
と
爲
し
、
始
め
て
天
下
を
治
む
る
を

德
と
爲
す
」
と
有
る
。
こ
の
「
功
」
を
安
定
さ
せ
る
の
が
「
定
功
」
で
あ
る
。

【
安
危
之
本
】
こ
こ
で
の
「
安
危
」
は
先
秦
諸
子
に
多
く
見
ら
れ
、
ま
た
、
『
賈
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誼
新
書
』
大
政
上
に
「
故
に
國
は
民
を
以
て
安
危
を
爲
し
、
君
は
民
を
以
て
威

侮
を
爲
し
、
吏
は
民
を
以
て
貴
賤
を
爲
せ
ば
、
此
れ
を
之
民
を
本
と
爲
ざ
る
は

無
し
と
謂
ふ
な
り
」
、
大
政
下
に
も
「
故
に
民
の
治
亂
は
吏
に
在
り
、
國
の
安
危

は
政
に
在
り
」
と
有
る
樣
な
「
安
定
す
る
か
、
危
殆
に
瀕
す
る
か
」
の
意
で
は

無
い
。
確
か
に
國
家
の
「
安
危
」
と
民
と
を
直
接
關
連
づ
け
る
點
で
は
、
過
秦

下
・
大
政
上
下
と
は
共
通
し
、
『
愼
子
』
逸
文
「
民
の
治
亂
は
上
に
在
り
、
國
の

安
危
は
政
に
在
り
」
に
見
ら
れ
る
樣
な
思
考
を
受
け
繼
ぐ
も
の
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
こ
こ
で
は
次
節
に
「
并
兼
者
」
と
對
比
さ
せ
る
形
で
「
安
危
者
」
と
言

っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
讀
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
并
兼
」
と
「
安

危
」
と
は
相
對
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
譯
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど

『
賈
誼
新
書
』
胎
教
に
「
危
を
安
ん
じ
縟
を
繼
ぐ
」
と
有
る
の
と
同
じ
意
味
で

あ
ろ
う
。
從
っ
て
、
「
安
危
之
本
」
と
は
、
危
難
を
安
定
さ
せ
る
根
本
原
理
の
こ

と
。
過
秦
下
に
は
ま
た
「
安
危
之
統
」
と
有
り
、
數
寧
に
も
「
安
危
之
機
」
と

有
る
。

2-2-1

秦
王
（
懐
）〔
懷
〕
貪
鄙
之
心
、
行
自
奮
之
智
、
不
信
功
臣
、
不
親
士
民
、
廢

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

王
道
而
立
私
愛
、
焚
文
書
而
酷
刑
法
、
先
詐
力
而
後
仁
義
、
以
暴
（
殪
）
〔
虐
〕

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

爲
天
下
始
。
夫
并
兼
者
高
詐
力
、
安
危
者
貴
順
（

）
〔
權
〕
。
以
此
言
之
、

（
１
０
）

（
１
１
）

（
１
２
）

（
１
３
）

（
１
４
）

取
與
攻
守
不
同
術
也
。

（
１
５
）

秦
王
は
貪
鄙
の
心
を
懷
き
、
自
奮
の
智
を
行
ひ
、
功
臣
を
信
じ
ず
、
士
民
に

た
ん

ぴ

い
だ

親
し
ま
ず
、
王
道
を
廢
し
て
而
し
て
私
愛
を
立
て
、
文
書
を
焚
き
て
而
し
て

や

刑
法
を
酷
し
く
し
、
詐
力
を
先
に
し
て
而
し
て
仁
義
を
後
に
し
て
、
暴
虐
を

き
び

以
て
天
下
の
始
と
爲
る
。
夫
れ
并
兼
せ
ん
と
す
る
者
は
詐
力
を
高
し
と
し
、

安
危
せ
ん
と
す
る
者
は
順
權
を
貴
ぶ
。
此
れ
を
以
て
之
を
言
へ
ば
、
取
與
攻

守
は
術
を
同
じ
く
せ
ざ
る
な
り
。

【
口
語
譯
】

（
し
か
し
な
が
ら
、
）
秦
王
は
貪
婪
卑
俗
の
心
を
抱
き
、
自
尊
自
大
の
智
を
用
い
、

功
臣
を
信
じ
ず
、
士
民
に
親
し
ま
ず
、
王
道
を
行
わ
ず
に
、
個
人
的
な
愛
情
を

重
ん
じ
、
百
家
の
言
を
焚
い
て
刑
法
を
嚴
し
く
し
、
詐
力
を
優
先
し
て
仁
義
を

後
回
し
に
し
て
、
暴
虐
に
よ
っ
て
天
下
の
主
と
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
并
兼
し
よ

う
と
す
る
者
は
詐
力
を
高
く
評
價
し
、
難
局
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
は
順

權
を
貴
ぶ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
取
り
攻
め
る
時
と
與
え
守

る
時
と
は
政
治
的
方
法
を
同
じ
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
１
）
「
秦
王
」
、
『
賈
長
沙
集
』
は
「
始
皇
」
に
作
る
。
こ
の
點
に
つ
い
て
は
、
過
秦
上

篇
（1-5

）
校
語
（
７
）（
拙
譯
「
『
賈
誼
新
書
』
譯
註
稿
（
二
）
」
）
參
照
。

（
２
）
「
懷
」
、
四
部
叢
刊
本
は
「
懐
」
に
作
り
、
四
庫
全
書
本
も
同
じ
。
『
史
記
』
秦
始

皇
本
紀
・
何
本
・
子
彙
本
・
朱
本
・
『
賈
長
沙
集
』
・
盧
本
・
王
謨
本
・
和
刻
本
・
王
耕
心

本
は
「
懷
」
に
作
る
。
「
懐
」
は
「
懷
」
の
俗
字
な
の
で
（
『
宋
元
以
來
俗
字
譜
』
）
、
今
、

「
懷
」
に
改
め
る
。

（
３
）
「
鄙
」
、
『
羣
書
治
要
』
・
兩
京
遺
編
本
は
「
径
」
、
程
本
は
「
館
」
に
作
る
。
「
径
」

「
館
」
は
「
鄙
」
の
俗
字
で
あ
る
（
『
正
字
通
』
）
。

（
４
）「
廢
」
、
程
本
・
兩
京
遺
編
本
・
四
庫
全
書
本
は
「

」
に
作
る
。

（
５
）
「
而
」
、
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
・
『
羣
書
治
要
』
・
『
賈
長
沙
集
』
は
無
し
。
王
耕
心

は
「
（
前
略
）
史
記
は
『
而
』
字
無
し
。
愚
按
ず
る
に
、
（
中
略
）
『
而
』
無
き
も
亦
た
非

な
り
。
今
、
改
正
す
」
と
言
う
（
『
賈
子
次
詁
』
校
詁
一
）
。
祁
玉
章
は
「
史
記
始
皇
本
紀

『賈誼新書』譯註稿（四）過秦下（1）（工藤）
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は
『
而
』
字
無
し
」
と
言
う
（
『
賈
子
新
書
校
釋
』
）
。
下
の
二
句
と
應
じ
る
か
ら
「
而
」

は
有
っ
て
よ
い
。

（
６
）「
私
」
、
子
彙
本
で
は
異
體
字
「

」
に
作
る
。「
愛
」
、『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
・
『
羣

書
治
要
』
・
程
本
・
朱
本
・
『
賈
長
沙
集
』
・
王
謨
本
・
和
刻
本
・
王
耕
心
本
は
「
權
」
に

作
り
、
何
孟
春
は
「
一
は
『
權
』
に
作
る
」
（
『
訂
註
賈
太
傅
新
書
』
）
。
山
口
察
常
は
「
史

記
、
私
權
に
作
る
」
（
『
國
譯
賈
誼
新
書
』
）
、
祁
玉
章
は
「
（
史
記
始
皇
本
紀
は
）
『
愛
』
は

『
權
』
に
作
る
」
（
『
賈
子
新
書
校
釋
』
）
と
言
う
。
王
耕
心
は
「
盧
本
、
『
權
』
は
『
愛
』

に
作
る
。
（
中
略
）
愚
按
ず
る
に
、
『
愛
』
に
作
る
は
謬
れ
る
こ
と
甚
だ
し
。
（
中
略
）
今
、

改
正
す
」
と
言
う
（
『
賈
子
次
詁
』
校
詁
一
）
。
し
か
し
、
「
私
權
」
は
『
史
記
』
以
外
で

は
、
『
漢
書
』
蕭
望
之
傳
に
「
庶
事
は
理
ま
り
、
公
道
は
立
ち
、
姦
邪
は
塞
が
れ
、
私
權

は
廢
さ
る
」
と
有
る
の
み
で
、
や
や
後
出
の
感
が
あ
る
。
そ
れ
に
對
し
て
「
私
愛
」
は
、

『
管
子
』
樞
言
に
「
先
王
は
榮
辱
を
重
ん
じ
、
榮
辱
は

爲

に
在
り
。
天
の
下
に
私
愛
無

し
わ
ざ

き
な
り
、
私
憎
無
き
な
り
。
善
を
爲
す
者
に
は
福
有
り
、
不
善
を
爲
す
者
に
は
禍
有
り
。

禍
福
は
爲
に
在
り
、
故
に
先
王
は
爲
を
重
ん
ず
」
と
有
り
、
方
向
東
は
こ
れ
を
引
い
て

「
『
愛
』
に
作
る
べ
き
で
あ
る
」
と
言
う
（
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
。
『
賈
誼
新
書
』
の
「
王

道
」
と
は
、
「
兼
愛
無
私
の
道
」
（
壹
通
）
に
當
た
る
だ
ろ
う
。
從
っ
て
、
「
私
愛
」
と
は

ち
ょ
う
ど
對
概
念
と
な
り
得
る
の
で
、
今
改
め
ず
。

（
７
）
「
焚
」
、
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
・
『
羣
書
治
要
』
・
『
賈
長
沙
集
』
・
王
謨
本
・
王
耕

心
本
は
「
禁
」
に
作
る
。
王
耕
心
は
「
盧
本
、
『
禁
』
は
『
焚
』
に
作
る
も
、
史
記
は
文

の
ご
と
し
（
『
禁
』
）
、
是
な
り
。
今
、
改
正
す
」
と
言
う
（
『
賈
子
次
詁
』
校
詁
一
）
。
祁

玉
章
も
「
史
記
始
皇
本
紀
、
『
焚
』
は
『
禁
』
に
作
る
」
と
言
う
（
『
賈
子
新
書
校
釋
』
）
。

し
か
し
、
『
史
記
』
に
は
「
諸
儒
生
は
秦
の
詩
書
を
焚
き
し
を
疾
む
」
（
封
禪
書
）
、
「
秦
の

に
く

季
世
に
至
る
に
及
び
て
、
史
書
を
焚
き
て
、
術
士
を

阬

め
に
す
れ
ば
、
六
藝
は
此
れ
よ

あ
な
う

り
缺
け
り
」
、
「
秦
の
時
に
書
を
焚
け
ば
、
伏
生
は
之
を
壁
藏
す
」
、
「
禮
は
固
よ
り
孔
子
の

時
よ
り
し
て
而
し
て
其
の
經
は
具
は
ら
ず
、
秦
の
書
を
焚
く
に
至
る
に
及
び
て
、
書
の
散

亡
す
る
こ
と
益
す
多
く
、
今
に
於
い
て
は
獨
り
士
禮
の
み
有
り
て
、
高
堂
生

能
く
之
を

言
ふ
」
（
以
上
、
儒
林
列
傳
）
等
と
も
有
り
、
い
ず
れ
も
「
焚
」
を
用
い
て
い
る
。
秦
始

皇
本
紀
に
お
け
る
李
斯
の
建
言
「
史
官
は
秦
記
に
非
ざ
れ
ば
皆
な
之
を
燒
か
ん
。
博
士
官

の
職
る
所
に
非
ざ
れ
ば
、
天
下
に
敢
へ
て
詩
・
書
・
百
家
の
語
を
藏
す
る
者
有
ら
ば
、
悉

く
守
・
尉
の
も
と
に
詣
り
て
雜
へ
て
之
を
燒
か
ん
。
敢
へ
て
詩
・
書
を
偶
語
す
る
者
有
ら

い
た

ば
棄
市
せ
ん
」
に
鑑
み
れ
ば
、
「
焚
」
に
作
る
の
が
正
し
い
か
。
「
禁
」
を
用
い
る
の
は
、

他
に
は
『
漢
書
』
儒
林
傳
に
「
秦
の
時
書
を
禁
ず
れ
ば
、
伏
生
は
之
を
壁
藏
す
」
と
有
る

く
ら
い
か
。
た
だ
し
、
李
斯
列
傳
に
お
け
る
李
斯
の
建
言
で
は
「
諸
ろ
の
文
學
詩
書
百
家

の
語
を
有
す
る
者
は
、
蠲
除
し
て
之
を
去
ら
ん
」
と
言
う
の
み
で
、
そ
の
實
施
に
つ
い
て

も
、
「
詩
書
百
家
の
語
を
收
去
し
て
以
て
百
姓
を
愚
か
に
」
し
た
、
と
有
る
だ
け
で
あ
る
。

從
っ
て
、
「
焚
」
「
禁
」
い
ず
れ
か
の
判
斷
は
難
し
い
。
今
は
過
秦
上
（1-6

）
に
「
焚
百
家

之
言
」
と
有
る
の
で
、
こ
こ
で
も
「
焚
」
に
作
っ
て
お
く
。

（
８
）「
以
」
、
王
耕
心
本
は
「
㠯
」
に
作
る
。

（
９
）
「
暴
虐
」
、
四
部
叢
刊
本
は
も
と
「
暴

」
に
作
る
が
、
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
・

子
彙
本
・
朱
本
・
『
賈
長
沙
集
』
・
四
庫
全
書
本
・
盧
本
・
王
謨
本
・
王
耕
心
本
は
「
暴

虐
」
、
何
本
・
兩
京
遺
編
本
は
「
蟋

」
、
程
本
は
「
蟋
虐
」
、
和
刻
本
は
「
暴

」
に
作

る
。
今
、
「
暴
虐
」
に
作
る
。

（
１
０
）
「
并
」
、
何
本
・
兩
京
遺
編
本
・
盧
本
・
王
耕
心
本
は
「
幷
」
に
作
る
。
な
お
、

『
羣
書
治
要
』
は
「
夫
并
兼
者
高
詐
力
～
是
其
所
以
取
之
也
」
無
し
。
「
兼
」
、
程
本
・
兩

京
遺
編
本
は
「

」
に
作
る
。

（
１
１
）
「
危
」
、
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
・
『
賈
長
沙
集
』
・
王
謨
本
・
和
刻
本
・
王
耕
心

本
は
「
定
」
に
作
る
。
王
耕
心
は
「
盧
本
、
『
定
』
は
『
危
』
に
作
る
も
、
史
記
は
文
の
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ご
と
し
（
『
定
』
）
。
愚
按
ず
る
に
、
『
安
』
は
其
の
身
を
安
ん
ず
る
な
り
、
『
定
』
は
其
の

志
を
定
む
な
り
。
天
下
の
身
心
を
安
定
せ
し
む
る
は
、
王
道
の
始
な
り
。
此
れ
正
し
く
上

文
に
所
謂
る
『
安
危
之
本
』
な
り
。
若
し
復
た
『
安
危
』
に
作
れ
ば
、
謬
れ
り
。
今
、
改

正
す
」
と
言
う
（
『
賈
子
次
詁
』
校
詁
一
）
。
故
に
方
向
東
も
「
『
安
定
』
と
は
、
彼
の
兼

併
の
成
果
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
」
と
言
う
（
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
。
そ
れ
に
對

し
て
、
祁
玉
章
は
「
王
說
は
誼
の
文
の
本
旨
を
失
ひ
た
る
が
似
し
。
『
安
危
者
貴
順
權
』

は
上
句
『
并
兼
者
高
詐
力
』
と
相
ひ
對
し
て
文
を
爲
し
、
乃
ち
下
の
辭
を
啓
く
。
（
中
略
）

下
文
に
取
と
守
は
術
を
同
じ
く
せ
ざ
る
を
論
ず
る
は
、
卽
ち
此
れ
を
承
け
て
而
し
て
言
へ

る
な
り
」
と
言
う
（
『
賈
子
新
書
校
釋
』
）
。
こ
の
點
は
、
祁
說
に
從
う
べ
き
だ
ろ
う
。

（
１
２
）
「
權
」
、
四
部
叢
刊
本
は
も
と
「
維
」
に
作
り
、
程
本
・
兩
京
遺
編
本
も
同
じ
。

『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
・
何
本
・
子
彙
本
・
朱
本
・
『
賈
長
沙
集
』
・
四
庫
全
書
本
・
盧
本

・
王
謨
本
・
和
刻
本
・
王
耕
心
本
は
「
權
」
に
作
る
。
今
、「
權
」
に
改
め
る
。

（
１
３
）
「
以
」
、
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
・
兩
京
遺
編
本
・
『
賈
長
沙
集
』
・
王
耕
心
本
は

無
し
。
盧
本
は
「
推
」
に
作
り
、
盧
文
弨
は
「
潭
本
は
『
推
』
字
無
し
」
と
言
い
、
祁
玉

章
は
「
潭
・
李
・
胡
本
は
『
以
』
字
（
中
略
）
無
く
、
史
記
始
皇
本
紀
と
同
じ
。
盧
本
、

『
以
』
は
『
推
』
に
作
る
」
と
言
う
（
『
賈
子
新
書
校
釋
』
）
。
山
口
察
常
は
「
史
記
に
は

推
の
字
な
し
」
と
言
う
（
『
國
譯
賈
誼
新
書
』
）
。
劉
師
培
は
「
上
に
語
り
て
『
安
危
者
貴

順
權
』
と
云
へ
ば
、
此
の
文
の
『
推
』
字
は
應
に
卽
ち
『
權
』
字
に
し
て
、
誤
羨
の
文
な

る
べ
し
。（
中
略
）
潭
本
是
に
近
し
」
と
言
う
（
『
賈
子
新
書
斠
補
』
卷
上
）
。
つ
ま
り
、「
推
」

字
に
作
る
の
は
、
上
の
「
權
」
字
が
訛
っ
た
も
の
と
見
て
い
る
譯
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
「
以
」
を
「
推
」
字
に
作
る
の
は
後
出
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
今
、
原
文
の

儘
と
す
る
。

（
１
４
）
「
之
」
、
盧
文
弨
は
「
潭
本
は
『
之
』
字
無
し
」
と
言
う
。
『
史
記
』
秦
始
皇
本

紀
・
兩
京
遺
編
本
・
『
賈
長
沙
集
』
・
王
耕
心
本
も
無
し
。
祁
玉
章
は
「
潭
・
李
・
胡
本
は

（
中
略
）
『
之
』
字
（
中
略
）
無
く
、
史
記
始
皇
本
紀
と
同
じ
」
と
言
う
（
『
賈
子
新
書
校

釋
』
）
。
劉
師
培
は
「
『
之
』
も
亦
た
後
人
の
妄
り
に
益
す
所
な
れ
ば
、
潭
本
是
に
近
し
」

と
述
べ
て
い
る
（
『
賈
子
新
書
斠
補
』
卷
上
）
。
上
の
「
以
」
字
が
有
る
場
合
、
こ
の
「
之
」

字
は
無
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
今
、
原
文
の
儘
と
す
る
。

（
１
５
）
「
攻
」
、
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
・
子
彙
本
・
兩
京
遺
編
本
・
『
賈
長
沙
集
』
・
和

刻
本
・
王
耕
心
本
は
無
し
。
盧
本
の
本
文
に
は
「
攻
」
が
有
る
も
の
の
、
盧
文
弨
は
「
潭

本
は
『
攻
』
字
無
し
。
案
ず
る
に
、
『
攻
』
字
は
衍
文
な
れ
ば
、
刪
る
べ
し
」
と
言
い
、

王
耕
心
も
「
盧
本
は
『
推
此
言
之
取
與
攻
守
不
同
術
也
』
に
作
る
も
、
史
記
は
文
の
ご
と

く
（
『
攻
』
字
無
し
）
、
潭
本
も
同
じ
。
愚
按
ず
る
に
、
盧
本
は
誤
り
て
衍
す
れ
ば
、
史
記

是
な
り
。
今
、
改
正
す
」
（
『
賈
子
次
詁
』
校
詁
一
）
、
山
口
察
常
も
「
原
本
守
の
上
攻
の

字
あ
り
、
衍
、
今
之
を
削
る
」
と
言
う
（
『
國
譯
賈
誼
新
書
』
）
。
ま
た
、
劉
師
培
は
「
案

ず
る
に
史
記
は
『
此
言
取
與
守
不
同
術
也
』
に
作
る
。
上
篇
の
『
攻
守
の
勢
』
と
語
を
異

に
す
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
『
賈
子
新
書
斠
補
』
卷
上
）
。
こ
れ
ら
を
承
け
て
、
祁
玉
章
も

「
潭
・
李
・
胡
本
は
（
中
略
）『
攻
』
字
無
く
、
史
記
始
皇
本
紀
と
同
じ
。（
中
略
）
盧
本
、

（
中
略
）
校
し
て
『
「
攻
」
字
は
衍
文
な
れ
ば
、
刪
る
べ
し
』
と
云
ふ
」
、
「
取
與
攻
守
と

は
、
文

義
を
成
さ
ざ
れ
ば
、
『
攻
』
は
乃
ち
上
篇
末
句
の
『
攻
守
之
勢
異
也
』
に
渉
り
て

而
し
て
誤
り
て
衍
す
る
な
ら
ん
。
盧
・
劉
の
說
是
な
り
、
當
に
史
記
に
據
り
て
刪
る
べ
し
」

と
言
っ
て
い
る
（
『
賈
子
新
書
校
釋
』
）
。
し
か
し
、
閻
振
益
・
鐘
夏
は
「
攻
守
・
取
與
は

相
對
す
る
文
で
あ
る
か
ら
、『
攻
』
字
は
衍
字
で
は
無
い
。
取
與
は
つ
ま
り
取
与
で
あ
る
。

管
子
の
覇
言
に
『
天
下
の
權
を
用
い
ん
と
欲
す
る
者
は
、
必
ず
先
に
德
を
諸
侯
に
布
く
、

故
に
先
王
に
取
る
所
有
り
、
與
ふ
る
所
有
り
』
と
有
る
が
、
下
文
の
『
盛
德
を
以
て
天
下

に
與
ふ
』
と
は
、
こ
の
こ
と
で
あ
る
」
と
言
う
（
『
新
書
校
注
』
）
。
確
か
に
「
取
與
」
の

語
は
先
秦
の
諸
書
に
散
見
す
る
し
、
上
篇
（1-9

）
に
「
攻
守
之
勢
」
と
有
る
こ
と
か
ら
す

れ
ば
「
攻
」
字
は
有
っ
て
よ
い
。
『
賈
誼
新
書
』
時
變
で
は
「
進
取
」
「
守
成
」
の
語
が
對

、

、

『賈誼新書』譯註稿（四）過秦下（1）（工藤）
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比
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
今
、
原
文
の
儘
と
す
る
。

【
貪
鄙
之
心
】
山
口
察
常
は
「
天
下
を
取
ら
ん
と
す
る
心
を
指
す
」
と
言
い
（
『
國

譯
賈
誼
新
書
』
）
、
于
智
榮
も
「
過
分
に
財
物
を
貪
り
求
め
る
こ
と
、
こ
こ
で
は
土

地
に
對
す
る
欲
望
を
指
す
」
と
言
う
（
『
賈
誼
新
書
譯
注
』
）
。
呉
雲
・
李
春
台
、
林

家
驪
は
「
欲
望
は
大
き
い
が
、
見
解
は
狹
い
」
心
と
し
（
『
賈
誼
集
校
注
』
・
『
新
譯

賈
長
沙
集
』
）
、
方
向
東
も
「
欲
望
は
大
き
い
が
、
見
解
は
偏
狹
で
あ
る
こ
と
を
指

す
」
と
言
う
（
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
。
饒
東
原
は
「
欲
望
は
大
き
い
が
、
見
識
は

淺
い
」
と
言
う
（
『
新
譯
新
書
讀
本
』
）
。
『
大
戴
禮
記
』
文
王
官
人
に
「
飲
食
以
て

親
し
み
、
貨
賄
以
て
交
は
り
、
利
に
接
し
て
以
て
合
す
、
故
に
譽
を
望
み
利
を
征と

る
を
得
る
は
、
而
ち
物
に
依
隱
る
、
貪
鄙
の
者
と
曰
ふ
な
り
」
と
有
る
。
つ
ま

よ

り
、
「
貪
鄙
」
は
何
を
し
よ
う
に
も
物
品
や
利
益
の
如
何
に
據
る
と
い
う
こ
と
、

貪
婪
卑
俗
、
欲
張
り
で
卑
し
い
こ
と
。
吉
田
賢
抗
は
「
貪
欲
鄙
吝
の
略
、
欲
深

で
、
い
や
し
い
、
け
ち
な
心
」
と
言
う
（
『
史
記
』
一
）
。
『
荀
子
』
解
蔽
に
「
故

に
貪
鄙
・
背
叛
・
爭
權
を
以
て
し
て
而
し
て
危
辱
滅
亡
せ
ざ
る
者
は
、
古
よ
り

今
に
及
ぶ
ま
で
、
未
だ
嘗
て
之
有
ら
ざ
る
な
り
」
、
『
呂
氏
春
秋
』
侈
樂
に
「
且

つ
夫
れ
嗜
欲
窮
ま
る
こ
と
無
け
れ
ば
、
則
ち
必
ず
貪
鄙
悖
亂
の
心
、
淫
佚
姦
詐

の
事
有
り
。
故
に
彊
き
者
は
弱
き
も
の
を
劫
け
、
衆
き
者
は
寡
き
も
の
を
暴
り
、

勇
ま
し
き
者
は
怯
え
る
も
の
を
凌
り
、
壯
な
る
者
は
幼
き
も
の
に
傲
る
は
、
此

れ
よ
り
生
ず
」
、
『
新
語
』
道
基
に
も
「
民
は
法
を
畏
る
る
を
知
る
も
、
而
も
禮

義
無
し
。
是
に
於
い
て
中
聖
は
乃
ち
辟
雍
庠
序
の
教
を
設
け
て
、
以
て
上
下
の

儀
を
正
し
、
父
子
の
禮
・
君
臣
の
義
を
明
ら
か
に
し
、
強
き
も
の
を
し
て
弱
き

も
の
を
凌
ら
ず
、
衆
き
も
の
を
し
て
寡
き
も
の
を
暴
ら
ず
、
貪
鄙
の
心
を
棄
て

て
、
清
潔
の
行
を
興
さ
し
む
」
と
言
う
。
特
に
『
呂
氏
春
秋
』
・
『
新
語
』
と
過

秦
中
と
で
、
用
語
上
類
似
點
が
多
い
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。

【
自
奮
】
呉
雲
・
李
春
台
、
方
向
東
は
「
個
人
の
智
力
に
自
ら
傲
る
こ
と
」
と

言
い
（
『
賈
誼
集
校
注
』
・
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
、
饒
東
原
は
「
個
人
の
智
慧
を
發

揮
す
る
こ
と
」
と
言
う
（
『
新
譯
新
書
讀
本
』
）
。
一
方
、
王
洲
明
・
徐
超
は
「
他
人

の
上
に
い
る
と
思
い
込
む
こ
と
」（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
、
于
智
榮
は
「
自
ら
他
人
よ

り
高
い
位
置
に
あ
る
と
思
う
こ
と
」（
『
賈
誼
新
書
譯
注
』
）
、
徐
瑩
は
「
自
分
か
ら

思
い
起
こ
す
こ
と
、
こ
こ
で
は
妄
り
に
自
ら
尊
大
で
あ
る
こ
と
」（
『
新
書
』
）
と

言
う
。
閻
振
益
・
鐘
夏
が
「
荀
子
の
子
道
篇
の
注
に
『
奮
は
、
振
矜
な
り
』
と

有
る
」（
『
新
書
校
注
』
）
と
注
し
て
い
る
の
も
同
じ
。
林
家
驪
は
ま
と
め
て
「
個

人
の
智
力
を
誇
っ
て
、
他
人
の
上
に
い
る
と
思
い
込
む
こ
と
」
と
述
べ
て
い
る

（
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
。
『
列
子
』
說
符
に
「
色
の
盛
ん
な
る
者
は
驕
り
、
力
の
盛

ん
な
る
者
は
奮
ひ
て
、
未
だ
以
て
道
を
語
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。（
中
略
）
故
に

自
ら
奮
ふ
も
の
に
は
則
ち
人

之
に
告
ぐ
る
こ
と
莫
し
。
人

之
に
告
ぐ
る
こ
と

莫
け
れ
ば
、
則
ち
孤
に
し
て
而
し
て
輔
く
る
こ
と
無
し
。
賢
者
は
人
に
任
ず
、

故
に
年
老
い
て
も
而
も
衰
へ
ず
、
智
盡
き
て
も
而
も
亂
れ
ず
。
故
に
治
國
の
難

は
、
賢
を
知
る
こ
と
に
在
り
て
而
し
て
自
ら
賢
な
る
こ
と
に
在
ら
ず
」
と
有
る
。

『
列
子
』
の
論
理
展
開
は
、
過
秦
論
の
中
の
「
秦
王
」
が
「
孤
獨
」
と
な
る
論

理
に
同
じ
。
『
漢
書
』
地
理
志
下
に
も
「
（
秦
）
昭
王
の
曾
孫
政
は
六
國
を
并
せ
、

皇
帝
を
稱
し
、
力
を
負
み
て
威
を
怙
み
、
書
を
燔
き
て
儒
を
阬
め
に
し
、
自
ら

た
の

あ
な
う

私
智
に
任
じ
た
り
」
と
有
る
。
李
爾
鋼
は
「
史
書
に
據
る
と
、
秦
の
始
皇
帝
は

配
下
の
謀
臣
を
信
用
せ
ず
、
文
書
は
皆
な
自
ら
目
を
通
し
て
關
係
部
門
の
處
理

に
委
ね
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
毎
日
讀
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
文
書
を
秤
で
量
り
、

決
ま
っ
た
重
さ
の
竹
簡
を
讀
み
終
わ
る
と
よ
う
や
く
床
に
就
い
た
と
言
わ
れ
て

い
る
」
と
言
う
（
『
新
書
全
譯
』
）
。
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【
王
道
】
呉
雲
・
李
春
台
は
「
儒
家
は
仁
に
よ
っ
て
天
下
を
治
め
る
こ
と
を
主

張
し
、
『
覇
道
』
に
對
し
て
、『
王
道
』
と
稱
し
た
」
と
言
う
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
。

李
爾
鋼
は
「
即
ち
先
王
の
道
で
あ
る
。
儒
家
は
仁
義
に
よ
っ
て
天
下
を
治
め
る

こ
と
を
說
き
、
古
代
の
聖
王
は
い
ず
れ
も
そ
う
し
て
天
下
を
治
め
た
の
だ
と
考

え
、
『
王
道
』
と
稱
し
、
『
覇
道
』
と
對
立
さ
せ
た
」
と
言
い
（
『
新
書
全
譯
』
）
、

方
向
東
も
李
說
と
同
じ
說
明
を
加
え
て
、
「
『
廢
王
道
』
は
、
王
道
を
捨
て
て
用

い
な
い
こ
と
」
と
言
う
（
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
。
饒
東
原
は
「
儒
家
の
政
治
的
主

張
は
、
武
力
を
用
い
ず
、
仁
愛
に
よ
っ
て
天
下
を
治
め
る
、
所
謂
る
『
德
を
以

て
仁
を
行
ふ
者
王
た
り
』
で
あ
る
」
と
言
う
（
『
新
譯
新
書
讀
本
』
）
。
林
家
驪
は
「
王

道
を
棄
て
て
用
い
な
い
こ
と
」
と
言
う
（
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
。
閻
振
益
・
鐘
夏
は

「
尚
書
の
洪
範
に
『
王
道
蕩
蕩
た
れ
ば
、
黨
無
く
偏
無
し
』
と
有
る
。
こ
れ
を

廢
し
て
し
ま
う
と
黨
有
り
偏
有
り
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
下
に
『
私
愛
を
立

つ
』
と
言
う
」
と
言
う
（
『
新
書
校
注
』
）
。
し
か
し
、
こ
こ
で
ま
ず
想
起
す
べ
き

な
の
は
、
過
秦
上
に
「
廢
先
王
之
道
」
と
有
っ
た
こ
と
で
あ
る
（1-6

）
。
つ
ま
り
、

「
王
道
」
は
李
氏
が
最
初
に
指
摘
し
た
樣
に
「
先
王
之
道
」
を
指
す
と
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
先
王
」
に
つ
い
て
は
、
『
賈
誼
新
書
』
六
術
に
「
人
に
六

行
有
り
と
雖
も
、
微
細
は
識
り
難
く
、
唯
だ
先
王
の
み
能
く
之
を
審
ら
か
に
す
。

凡
そ
人
は
自
ら
至
る
能
は
ず
、
是
の
故
に
必
ず
先
王
の
教
を
待
ち
て
、
乃
ち
從

事
す
る
所
を
知
る
。
是
を
以
て
先
王
は
天
下
の
爲
に
教
を
設
け
、
人
の
有
す
る

所
に
因
り
て
、
之
を
以
て
訓
と
爲
し
、
人
の
情
を
道
び
き
て
、
之
を
以
て
真
と

爲
す
。
是
の
故
に
内
は
六
法
に
本
づ
き
、
外
は
六
行
を
體
す
」
と
言
う
。
『
賈
誼

新
書
』
に
お
い
て
も
、
「
先
王
」
が
秩
序
世
界
の
創
造
者
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で

あ
る
。
で
は
、
そ
の
「
王
道
」
の
實
質
的
内
容
と
は
何
か
。
『
賈
誼
新
書
』
壹
通

に
「
兼
愛
無
私
の
道
」
を
行
う
べ
し
と
有
る
。
「
心
に
人
を
兼
愛
す
、
之
を
仁
と

謂
ふ
」（
道
術
篇
）
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
「
仁
義
」
の
政
治
で
あ
り
、
故
に
下
文

の
「
私
愛
」
と
相
反
す
る
の
で
あ
る
。

【
立
私
愛
】
李
爾
鋼
は
「
吏
を
師
と
し
た
こ
と
を
指
す
」
と
言
い
、
『
史
記
』
秦

始
皇
本
紀
の
「
專
ら
獄
吏
を
任
じ
て
、
獄
吏
は
親
幸
を
得
た
り
」
と
言
う
の
を

引
い
て
い
る
（
『
新
書
全
譯
』
）
。
饒
東
原
は
「
『
私
愛
』
は
、
偏
愛
、
ま
た
は
個
人

的
な
愛
で
あ
る
」
と
言
う
（
『
新
譯
新
書
讀
本
』
）
。
具
體
的
に
「
私
愛
」
が
何
を
指

す
の
か
は
特
定
で
き
な
い
。

【
文
書
】
王
洲
明
・
徐
超
は
「
書
籍
」
と
言
い
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
、
林
家
驪
（
『
新

譯
賈
長
沙
集
』
）
・
徐
瑩
（
『
新
書
』
）
も
同
じ
。
于
智
榮
も
「
書
籍
。
秦
の
始
皇
三

十
四
年
、
儒
學
と
諸
子
の
書
を
燒
い
て
い
る
」
と
言
う
（
『
賈
誼
新
書
譯
注
』
）
。
過

秦
上
に
は
「
焚
百
家
之
言
」
と
有
っ
た
（1-6

）
。
そ
れ
は
卽
ち
李
斯
の
所
謂
る
「
文

學
詩
書
百
家
の
語
」（
『
史
記
』
李
斯
列
傳
）
で
あ
る
。
故
に
饒
東
原
は
「
『
詩
・
書

・
百
家
の
語
』
を
指
す
」
と
言
う
（
『
新
譯
新
書
讀
本
』
）
。
こ
こ
で
は
、
上
文
の
「
王

道
」
や
下
文
の
「
仁
義
」
を
傳
え
る
『
詩
』
・
『
書
』
等
の
文
書
を
指
す
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。

【
酷
刑
法
】
林
家
驪
は
「
秦
始
皇
の
三
十
四
年
の
『
詩
・
書
・
百
家
の
語
を
藏

す
る
者
有
ら
ば
、
悉
く
守
尉
に
詣
り
て
雜
へ
て
之
を
燒
け
。
敢
へ
て
詩
・
書
を

偶
語
す
る
有
ら
ば
、
棄
市
（
古
代
の
市
に
殺
す
こ
と
）
せ
よ
。
古
を
以
て
今
を
非

る
者
は
族
（
誅
）
せ
』
等
の
法
令
を
指
す
」
と
言
い
（
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
、
方
向

東
も
同
じ
（
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
。
于
智
榮
も
「
秦
の
始
皇
三
十
四
年
に
『
敢
へ

て
詩
書
を
言
ふ
も
の
は
棄
市
と
し
、
古
代
に
よ
っ
て
今
を
誹
る
者
は
族
滅
と
す

る
』
と
令
を
下
し
た
こ
と
を
指
す
」
と
述
べ
て
い
る
（
『
賈
誼
新
書
譯
注
』
）
。
た
だ

し
、
始
皇
三
十
四
年
の
法
令
の
み
に
限
定
す
る
必
要
は
無
か
ろ
う
。

【
先
詐
力
】
淮
南
王
劉
安
に
仕
え
た
伍
被
も
「
昔
秦
は
聖
人
の
道
を
縟
ち
、
術

『賈誼新書』譯註稿（四）過秦下（1）（工藤）
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士
を
殺
し
、
詩
書
を
燔
き
、
禮
義
を
棄
て
、
詐
力
を
尚
び
、
刑
罰
に
任
じ
て
、

負
海
の
粟
を
轉
じ
て
之
を
西
河
に
致
し
た
り
」
と
言
い
（
『
史
記
』
淮
南
衡
山
列
傳
）
、

平
準
書
に
も
「
是
れ
よ
り
以
後
、
天
下
は
戰
國
に
爭
ひ
、
詐
力
を
貴
び
て
而
し

て
仁
義
を
賤
し
み
、
富
有
を
先
に
し
て
而
し
て
推
讓
を
後
に
す
」
と
有
る
。
と

こ
ろ
で
、
本
文
の
「
詐
力
」
に
つ
い
て
、
王
洲
明
・
徐
超
は
「
詐
欺
と
武
力
」（
『
賈

誼
集
校
注
』
）
、
饒
東
原
は
「
詐
欺
と
暴
力
」（
『
新
譯
新
書
讀
本
』
）
、
徐
瑩
は
「
『
詐
』

は
、
詐
欺
。
『
力
』
は
、
暴
力
」（
『
新
書
』
）
と
言
う
。
故
に
「
先
詐
力
」
を
解
し

て
、
呉
雲
・
李
春
台
、
林
家
驪
は
「
詐
術
と
威
力
を
重
視
す
る
こ
と
」（
『
賈
誼
集

校
注
』
・
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
、
于
智
榮
も
「
詐
術
と
強
力
を
尚
ぶ
こ
と
」（
『
賈
誼
新

書
譯
注
』
）
と
言
う
の
で
あ
る
。
「
力
」
に
つ
い
て
は
上
句
の
「
力
政
」
の
「
力
」

と
共
通
の
、
武
力
や
威
力
と
い
っ
た
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
「
詐
」

に
つ
い
て
は
、
諸
家
の
解
釋
も
尤
も
だ
が
、
こ
こ
で
の
「
詐
力
」
は
「
仁
義
」

と
對
に
な
る
と
共
に
、
下
文
の
「
順
權
」
と
も
對
に
な
る
概
念
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
れ
ば
、
「
詐
り
の
權
力
、
武
力
、
威
力
」
を
意
味
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

【
後
仁
義
】
饒
東
原
は
「
『
後
』
は
、
貶
め
る
、
輕
視
す
る
こ
と
」
と
言
う
（
『
新

譯
新
書
讀
本
』
）
。
故
に
呉
雲
・
李
春
台
、
林
家
驪
は
「
仁
義
を
輕
視
す
る
こ
と
」

と
言
う
（
『
賈
誼
集
校
注
』
・
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
。
方
向
東
は
「
『
先
詐
力
而
後
仁
義
』

は
、（
中
略
）
詐
術
と
威
力
と
を
重
ん
じ
て
、
仁
義
を
輕
視
す
る
こ
と
」
と
言
う

（
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
。
『
賈
誼
新
書
』
時
變
に
「
商
君
は
禮
義
に
違
ひ
、
倫
理

を
棄
て
、
心
を
進
取
に
并
せ
、
之
を
行
ふ
こ
と
二
歳
に
し
て
、
秦
の
俗
は
日
に

敗
れ
た
り
。（
中
略
）
六
國
を
蹶
き
、
天
下
を
兼
ぬ
る
は
、
求
め
得
た
り
、
然
れ

ど
も
廉
恥
の
節
・
仁
義
の
厚
を
知
ら
ず
、
并
兼
の
法
を
信
じ
、
進
取
の
業
を
遂

ぐ
る
も
、
凡
そ
十
三
歳
に
し
て
而
し
て
社
稷
は
墟
と
爲
る
は
、
守
成
の
數
・
之

を
得
る
の
術
を
知
ら
ざ
れ
ば
な
り
」
と
有
る
。

【
暴
虐
】
林
家
驪
は
「
殘
暴
酷
虐
」
と
言
う
（
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
。

【
天
下
始
】「
始
」
に
つ
い
て
、
呉
雲
・
李
春
台
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
、
林
家
驪
（
『
新

譯
賈
長
沙
集
』
）
、
方
向
東
（
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
は
「
開
端
」
、
徐
瑩
は
「
根
本
」

と
言
う
（
『
新
書
』
）
。
し
か
し
、
『
管
子
』
心
術
上
「
天
下
始
」
房
玄
齡
注
に
「
天

下
の
主
」
と
言
う
。
從
っ
て
、
暴
虐
と
い
う
手
段
を
用
い
て
、
天
下
の
主
と
な

る
こ
と
。
岡
白
駒
（
一
六
九
二
～
一
七
六
七
）
は
「
暴
虐
を
以
て
天
下
の
魁
首
と

爲
る
」
と
言
う
（
『
史
記
會
注
考
證
』
、
秦
始
皇
本
紀
所
引
）
。

【
并
兼
】
饒
東
原
は
「
秦
が
六
國
を
滅
ぼ
し
た
樣
に
併
呑
す
る
こ
と
」
と
言
う

（
『
新
譯
新
書
讀
本
』
）
。
林
家
驪
は
「
夫
并
兼
者
」
の
二
句
に
つ
い
て
、
「
別
の
人

を
併
呑
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
當
然
詐
術
と
威
力
と
を
尚
ば
ね
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
」
と
言
う
（
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
。
ま
た
、
方
向
東
も
「
他
人
を
併
呑
せ

ん
と
す
る
者
は
、
當
然
詐
術
と
威
力
を
尚
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
う
（
『
賈

誼
集
匯
校
集
注
』
）
。
た
だ
し
、「
詐
力
」
の
解
釋
に
つ
い
て
は
前
文
參
照
。

【
高
】
王
洲
明
・
徐
超
は
「
尚
ぶ
こ
と
」
と
言
い
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
、
饒
東
原
（
『
新

譯
新
書
讀
本
』
）
、
徐
瑩
（
『
新
書
』
）
も
同
じ
。
閻
振
益
・
鐘
夏
は
「
說
文
に
『
高

は
、
崇
な
り
』
と
有
る
」
と
言
う
（
『
新
書
校
注
』
）
。

【
安
危
】
林
家
驪
は
「
難
局
を
安
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
は
順
變
を
尚
ぶ
」
と

言
い
（
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
、
閻
振
益
・
鐘
夏
も
ほ
ぼ
同
じ
（
『
新
書
校
注
』
）
。
徐
瑩

も
「
こ
こ
で
は
危
難
を
安
全
に
轉
じ
る
こ
と
、
つ
ま
り
統
一
戰
爭
の
中
で
勝
利

を
得
て
、
政
權
を
獲
得
す
る
こ
と
を
指
す
」
と
言
う
（
『
新
書
』
）
。
確
か
に
「
并

兼
」
と
「
安
危
」
を
同
義
と
し
て
讀
む
こ
と
も
不
可
能
で
は
無
い
が
、
本
譯
稿

で
は
「
并
兼
」
が
後
文
の
「
取
」
「
攻
」
や
「
進
取
」（
時
變
篇
）
と
相
應
じ
る
の

に
對
し
て
、「
安
危
」
は
「
與
」「
守
」
や
「
守
成
」
に
應
じ
る
も
の
と
考
え
る
。

つ
ま
り
、
「
并
兼
」
と
「
安
危
」
と
は
對
立
す
る
概
念
な
の
で
あ
る
（2-1

「
安
危
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之
本
」
語
釋
參
照
）
。
故
に
饒
東
原
は
「
危
亡
を
轉
じ
て
平
安
と
す
る
こ
と
」
と
言

っ
て
い
る
（
『
新
譯
新
書
讀
本
』
）
。
下
文
に
「
傾
危
之
患
」
と
有
る
の
も
關
連
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
。

【
順
權
】
王
耕
心
は
「
『
順
權
』
は
、
天
理
人
情
自
然
の
權
衡
に
順
ふ
な
り
。
上

の
『
私
權
』
と
正
し
く
相
ひ
反
す
」
と
言
い
（
『
賈
子
次
詁
』
校
詁
一
）
、
閻
振
益

・
鐘
夏
は
こ
れ
を
引
い
て
い
る
（
『
新
書
校
注
』
）
。
ま
た
、
于
智
榮
は
「
『
貴
順
權
』

は
、
強
權
を
通
し
て
人
を
上
の
も
の
に
從
わ
せ
る
こ
と
」
と
言
う
（
『
賈
誼
新
書

譯
注
』
）
。
し
か
し
、
祁
玉
章
は
「
『
順
權
』
は
、
時
に
順
ひ
て
而
し
て
變
は
る
な

り
。
後
漢
書
崔
寔
傳
に
『
故
に
聖
人
は
權
を
執
り
、
時
に
遭
ひ
て
智
を
定
む
』

と
あ
り
、
李
注
に
『
「
權
」
は
、
變
を
謂
ふ
な
り
』
と
あ
る
。
此
れ
言
ふ
こ
こ
ろ

は
、
并
兼
の
時
に
は
、
詐
力
を
以
て
先
と
爲
し
、
而
し
て
安
危
の
時
に
は
、
則

ち
當
に
時
に
順
ひ
て
而
し
て
變
ず
べ
し
、
と
な
り
」
と
言
う
（
『
賈
子
新
書
校
釋
』
）
。

ま
た
、
呉
雲
・
李
春
台
は
「
『
權
』
は
、
權
宜
」
と
し
、
こ
の
二
句
に
つ
い
て
「
他

の
人
を
併
呑
し
よ
う
と
す
る
人
は
、
當
然
詐
術
と
威
力
を
尚
ば
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
天
下
を
安
定
さ
せ
る
方
法
は
當
時
の
形
勢
に
順
う
こ
と
だ
」
と
し
（
『
賈

誼
集
校
注
』
）
、
饒
東
原
も
「
形
勢
に
順
っ
た
、
權
變
に
善
く
應
じ
、
一
方
に
偏
ら

な
い
こ
と
」
と
言
う
（
『
新
譯
新
書
讀
本
』
）
。
林
家
驪
の
「
實
際
の
情
況
の
變
化
に

伴
う
需
要
に
依
っ
て
、
新
た
な
政
治
的
方
案
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

『
權
』
は
、
權
宜
、
權
變
。
つ
ま
り
是
非
輕
重
を
量
る
時
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
事

に
應
じ
て
判
斷
す
る
こ
と
」（
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
、
方
向
東
の
「
『
順
』
は
、
遵
う
。

『
權
』
は
、
權
宜
。『
順
權
』
は
、
當
時
の
形
勢
に
順
應
す
る
こ
と
を
指
す
」（
『
賈

誼
集
匯
校
集
注
』
）
、
徐
瑩
の
「
形
勢
に
順
應
し
た
變
化
の
こ
と
」（
『
新
書
』
）
も
、

祁
說
に
同
じ
と
見
做
し
て
よ
い
。
祁
氏
が
指
摘
す
る
樣
に
、
「
順
權
」
は
上
句
の

「
詐
力
」
と
對
に
な
る
概
念
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
權
」
に
つ
い
て
は
、
過
秦
上
に

「
權
を
比
べ
力
を
量
る
」
と
有
り
、
藩
傷
に
も
「
其
の
力
を
厚
く
し
、
其
の
權

を
重
く
す
」
と
有
る
。
「
力
」
と
「
權
」
と
が
同
じ
意
味
、
「
權
力
、
權
勢
」
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
こ
で
も
同
じ
用
法
で
あ
る
。
續

い
て
「
順
」
に
つ
い
て
は
、
道
術
篇
に
「
行
ひ
歸
し
て
而
し
て
（
過
）〔
適
〕
す
、

之
を
順
と
謂
ふ
」
と
有
る
樣
に
適
切
の
意
で
あ
る
か
ら
、「
詐
」
と
對
義
と
な
る
。

從
っ
て
「
順
權
」
は
、
適
切
な
權
勢
、
權
威
の
意
。
吉
田
賢
抗
が
「
道
理
に
順

っ
た
權
威
を
貴
ぶ
。
仁
義
の
政
の
威
力
を
尊
ぶ
こ
と
」（
『
史
記
』
一
）
と
述
べ
て

い
る
が
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
『
賈
誼
新
書
』
時
變
に
「
今
は
如
何
。
進
取
の

時
は
去
れ
り
、
并
兼
の
勢
は
過
ぎ
た
れ
ば
、
胡
ぞ
孝
弟
循
順
を
以
て
爲
さ
ん
。

書
を
善
く
し
て
而
し
て
吏
と
爲
る
の
み
な
る
も
、
胡
ぞ
行
義
禮
節
を
以
て
爲
さ

ん
」
と
有
る
。
時
變
に
言
う
「
孝
弟
循
順
」
「
行
義
禮
節
」
が
、
過
秦
下
篇
で
は

「
順
權
」
な
の
で
あ
ろ
う
。

【
取
與
攻
守
不
同
術
也
】
山
口
察
常
は
「
攻
と
守
と
は
自
ら
其
の
手
段
方
法
に

於
て
異
る
を
い
ふ
」
と
言
う
（
『
國
譯
賈
誼
新
書
』
）
。
呉
雲
・
李
春
台
は
「
『
術
』

は
、
方
法
、
策
略
で
あ
る
」
と
言
い
（
『
賈
誼
集
校
注
』
）
、
饒
東
原
（
『
新
譯
新
書
讀

本
』
）
、
林
家
驪
（
『
新
譯
賈
長
沙
集
』
）
、
方
向
東
（
『
賈
誼
集
匯
校
集
注
』
）
も
同
じ
。

「
并
兼
者
」
は
「
詐
力
」
、
「
安
危
者
」
は
「
順
權
」
に
依
據
し
た
政
治
を
行
う

わ
け
だ
か
ら
、
取
り
攻
め
る
時
と
與
え
守
る
時
と
で
は
政
治
的
方
法
が
異
な
る

こ
と
に
な
る
。

（
過
秦
下

未
完
）

『賈誼新書』譯註稿（四）過秦下（1）（工藤）


